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【【【【極めて多様な品種極めて多様な品種極めて多様な品種極めて多様な品種】】】】
民間や個人育種家を中心とし
た育種が盛ん。種苗法に基づく
出願全体の６割が草花類。さら
にその９割が個人・種苗会社。

【【【【多くの新規就農者多くの新規就農者多くの新規就農者多くの新規就農者】】】】
園芸作物は魅力ある分野。新
規就農者の８３％が野菜・果
樹・花きを中心作物として選択。

【【【【世界最高レベルの育種・生産世界最高レベルの育種・生産世界最高レベルの育種・生産世界最高レベルの育種・生産
技術技術技術技術】】】】
2012フェンロー国際園芸博覧

会で最高得点や金賞を獲得。
華道等日本の花文化も高評価。

【【【【輸入切り花の増加輸入切り花の増加輸入切り花の増加輸入切り花の増加】】】】
長期的に切り花の輸入が増加傾
向。特にカーネーションでは数量
で約５割がコロンビアや中国から
の輸入。

【【【【海外で認知度向上が必要海外で認知度向上が必要海外で認知度向上が必要海外で認知度向上が必要】】】】
花き輸出はアジア新興国向けを中
心に順調に増加傾向にあり、平成
24年輸出額は86億円。他方、輸

出の歴史は浅いため、海外での認
知度向上が必要。

【【【【関係者間の連携が必要関係者間の連携が必要関係者間の連携が必要関係者間の連携が必要】】】】
育種家・生産者の技術は高いが、
育種家と研究者、産地間等、関係
者間は連携不足で、国産花きのＰ
Ｒが不十分。今後は花き業界の
関係者の連携が必要。
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花花花花きのきのきのきの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする法律法律法律法律がががが成立成立成立成立しましたしましたしましたしました

花花花花きききき産業産業産業産業とととと花花花花きのきのきのきの文化文化文化文化のののの振興振興振興振興をををを図図図図るためるためるためるため、、、、平成平成平成平成26262626年年年年６６６６月月月月20202020
日日日日、、、、第第第第186186186186回通常国会回通常国会回通常国会回通常国会においてにおいてにおいてにおいて、、、、議員立法議員立法議員立法議員立法によりによりによりにより｢｢｢｢花花花花きのきのきのきの振興振興振興振興
にににに関関関関するするするする法律法律法律法律｣｣｣｣がががが成立成立成立成立しししし、、、、６６６６月月月月27272727日日日日にににに公布公布公布公布、、、、12121212月月月月１１１１日日日日にににに施行施行施行施行
されましたされましたされましたされました。。。。

このこのこのこの法律法律法律法律はははは、、、、花花花花きのきのきのきの生産者生産者生産者生産者のののの経営経営経営経営のののの安定安定安定安定、、、、花花花花きのきのきのきの加工及加工及加工及加工及びびびび
流通流通流通流通のののの高度化高度化高度化高度化、、、、花花花花きのきのきのきの輸出輸出輸出輸出のののの促進促進促進促進、、、、公共施設及公共施設及公共施設及公共施設及びまちづくりびまちづくりびまちづくりびまちづくり
におけるにおけるにおけるにおける花花花花きのきのきのきの活用等活用等活用等活用等のののの措置措置措置措置をををを講講講講じじじじ、、、、もってもってもってもって花花花花きききき産業産業産業産業のののの健全健全健全健全
なななな発展発展発展発展とととと心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな国民生活国民生活国民生活国民生活のののの実現実現実現実現にににに寄与寄与寄与寄与することをすることをすることをすることを目的目的目的目的としとしとしとし
ていますていますていますています。。。。

平 成平 成平 成平 成 2 62 62 62 6 年 法 律 第年 法 律 第年 法 律 第年 法 律 第 1 0 21 0 21 0 21 0 2 号号号号
平 成平 成平 成平 成 2 62 62 62 6 年年年年 ６６６６ 月月月月 2 72 72 72 7 日 公 布日 公 布日 公 布日 公 布
平 成平 成平 成平 成 2 62 62 62 6 年年年年 1 21 21 21 2 月月月月 １１１１ 日 施 行日 施 行日 施 行日 施 行

２２２２



３３３３．．．．基本方針等基本方針等基本方針等基本方針等

１１１１．．．．目的目的目的目的

花花花花きききき産業産業産業産業のののの健全健全健全健全なななな発展発展発展発展とととと心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな国民国民国民国民
生活生活生活生活のののの実現実現実現実現

○○○○ 農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣はははは、、、、花花花花きききき産業及産業及産業及産業及びびびび花花花花きききき
文化文化文化文化のののの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする基本方針基本方針基本方針基本方針をををを策定策定策定策定

○○○○ 都道府県都道府県都道府県都道府県はははは、、、、花花花花きききき産業及産業及産業及産業及びびびび花花花花きききき文化文化文化文化
のののの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする計画計画計画計画をををを策定策定策定策定

○○○○ 国国国国、、、、地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体、、、、事業者事業者事業者事業者、、、、研究機研究機研究機研究機
関等関等関等関等のののの連携連携連携連携のののの強化強化強化強化

○○○○ 生産者生産者生産者生産者のののの経営経営経営経営のののの安定安定安定安定（（（（６６６６条条条条））））
○○○○ 生産性及生産性及生産性及生産性及びびびび品質品質品質品質のののの向上向上向上向上のののの促進促進促進促進（（（（７７７７条条条条））））
○○○○ 加工及加工及加工及加工及びびびび流通流通流通流通のののの高度化高度化高度化高度化（（（（８８８８条条条条））））
○○○○ 鮮度保持鮮度保持鮮度保持鮮度保持のののの重要性重要性重要性重要性へのへのへのへの留意留意留意留意（（（（９９９９条条条条））））
○○○○ 輸出輸出輸出輸出のののの促進促進促進促進（（（（10101010条条条条））））
○○○○ 種苗法種苗法種苗法種苗法のののの特例特例特例特例（（（（13131313条条条条））））
○○○○ 研究開発研究開発研究開発研究開発のののの推進推進推進推進（（（（15151515条条条条））））

花花花花きのきのきのきの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする法律法律法律法律((((平成平成平成平成26262626年法律第年法律第年法律第年法律第102102102102号号号号))))のののの概要概要概要概要

２２２２．．．．定義定義定義定義

｢｢｢｢花花花花きききき｣｣｣｣：：：：観賞観賞観賞観賞のののの用用用用にににに供供供供されるされるされるされる植物植物植物植物
｢｢｢｢花花花花きききき産業産業産業産業｣｣｣｣：：：：花花花花きのきのきのきの生産生産生産生産、、、、流通流通流通流通、、、、販売販売販売販売

又又又又はははは新品種新品種新品種新品種のののの育成育成育成育成のののの事業事業事業事業

○○○○ 公共施設公共施設公共施設公共施設におけるにおけるにおけるにおける花花花花きのきのきのきの活用活用活用活用のののの推進等推進等推進等推進等
（（（（16161616条条条条１１１１項項項項））））

○○○○ いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる｢｢｢｢花育花育花育花育｣｣｣｣のののの推進推進推進推進（（（（16161616条条条条２２２２項項項項））））
○○○○ 日常生活日常生活日常生活日常生活におけるにおけるにおけるにおける花花花花きのきのきのきの活用活用活用活用のののの推進等推進等推進等推進等
（（（（16161616条条条条３３３３項項項項））））

○○○○ 博覧会博覧会博覧会博覧会のののの開催等開催等開催等開催等（（（（17171717条条条条））））
○○○○ 花花花花きききき産業及産業及産業及産業及びびびび花花花花きききき文化文化文化文化のののの振興振興振興振興にににに寄与寄与寄与寄与しししし
たたたた者者者者のののの顕彰顕彰顕彰顕彰（（（（18181818条条条条））））
○○○○ 振興計画振興計画振興計画振興計画のののの円滑円滑円滑円滑なななな実施実施実施実施にににに向向向向けたけたけたけた国国国国のののの援援援援
助助助助（（（（19191919条条条条））））
○○○○ 花花花花きききき活用推進会議活用推進会議活用推進会議活用推進会議のののの設置設置設置設置（（（（20202020条条条条））））

４４４４．．．．花花花花きききき産業産業産業産業にににに対対対対するするするする施策施策施策施策

５５５５．．．．花花花花きききき文化文化文化文化にににに対対対対するするするする施策施策施策施策

６６６６．．．．そのそのそのその他他他他のののの施策施策施策施策

３３３３



第一条第一条第一条第一条 このこのこのこの法律法律法律法律はははは、、、、花花花花きききき産業産業産業産業がががが、、、、農地農地農地農地やややや農業農業農業農業のののの担担担担いいいい手手手手のののの確保確保確保確保
をををを図図図図るるるる上上上上でででで重要重要重要重要なななな地位地位地位地位をををを占占占占めているとともにめているとともにめているとともにめているとともに、、、、そのそのそのその国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力
のののの強化強化強化強化がががが緊要緊要緊要緊要なななな課題課題課題課題となっていることとなっていることとなっていることとなっていること及及及及びびびび花花花花きにきにきにきに関関関関するするするする伝統伝統伝統伝統とととと
文化文化文化文化がががが国民国民国民国民のののの生活生活生活生活にににに深深深深くくくく浸透浸透浸透浸透しししし、、、、国民国民国民国民のののの心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな生活生活生活生活のののの実現実現実現実現にににに
重要重要重要重要なななな役割役割役割役割をををを担担担担っていることにっていることにっていることにっていることに鑑鑑鑑鑑みみみみ、、、、花花花花きききき産業及産業及産業及産業及びびびび花花花花きのきのきのきの文化文化文化文化
のののの振興振興振興振興をををを図図図図るためるためるためるため、、、、農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣によるによるによるによる基本方針基本方針基本方針基本方針のののの策定策定策定策定についについについについ
てててて定定定定めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、花花花花きのきのきのきの生産者生産者生産者生産者のののの経営経営経営経営のののの安定安定安定安定、、、、花花花花きのきのきのきの加工及加工及加工及加工及
びびびび流通流通流通流通のののの高度化高度化高度化高度化、、、、花花花花きのきのきのきの輸出輸出輸出輸出のののの促進促進促進促進、、、、公共施設及公共施設及公共施設及公共施設及びまちづくりびまちづくりびまちづくりびまちづくり
におけるにおけるにおけるにおける花花花花きのきのきのきの活用等活用等活用等活用等のののの措置措置措置措置をををを講講講講じじじじ、、、、もってもってもってもって花花花花きききき産業産業産業産業のののの健全健全健全健全なななな
発展及発展及発展及発展及びびびび心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな国民生活国民生活国民生活国民生活のののの実現実現実現実現にににに寄与寄与寄与寄与することをすることをすることをすることを目的目的目的目的とするとするとするとする。。。。

目的目的目的目的

産業産業産業産業とととと文化文化文化文化のののの両面両面両面両面からのからのからのからの花花花花きのきのきのきの振興振興振興振興をををを、、、、法律法律法律法律のののの目的目的目的目的としていとしていとしていとしてい
ますますますます。。。。



第二条第二条第二条第二条 このこのこのこの法律法律法律法律においてにおいてにおいてにおいて「「「「花花花花きききき」」」」とはとはとはとは、、、、観賞観賞観賞観賞のののの用用用用にににに供供供供されるされるされるされる植物植物植物植物をいをいをいをい
うううう。。。。
２２２２ このこのこのこの法律法律法律法律においてにおいてにおいてにおいて「「「「花花花花きききき産業産業産業産業」」」」とはとはとはとは、、、、花花花花きのきのきのきの生産生産生産生産、、、、流通流通流通流通、、、、販売又販売又販売又販売又はははは
新品種新品種新品種新品種のののの育成育成育成育成のののの事業事業事業事業をいうをいうをいうをいう。。。。

定義定義定義定義

｢｢｢｢花花花花きききき｣｣｣｣とはとはとはとは、、、、具体的具体的具体的具体的にはにはにはには切切切切りりりり花花花花（（（（ヤシのヤシのヤシのヤシの葉等切葉等切葉等切葉等切りりりり葉葉葉葉、、、、サクラやサカキサクラやサカキサクラやサカキサクラやサカキ
等切等切等切等切りりりり枝枝枝枝をををを含含含含むむむむ）、）、）、）、鉢鉢鉢鉢ものものものもの（（（（洋洋洋洋ランランランラン類類類類、、、、観葉植物観葉植物観葉植物観葉植物、、、、盆栽等盆栽等盆栽等盆栽等）、）、）、）、花木類花木類花木類花木類
（（（（ツツジツツジツツジツツジ等庭木等庭木等庭木等庭木にににに使使使使われるわれるわれるわれる木本性植物木本性植物木本性植物木本性植物でででで緑化木緑化木緑化木緑化木をををを含含含含むむむむ）、）、）、）、球根類球根類球根類球根類（（（（食用食用食用食用
にににに供供供供されるものをされるものをされるものをされるものを除除除除くくくく）、）、）、）、花壇用苗花壇用苗花壇用苗花壇用苗ものものものもの（（（（パンジーパンジーパンジーパンジー、、、、ペチュニアペチュニアペチュニアペチュニア等等等等）、）、）、）、
芝類芝類芝類芝類（（（（造園用等養成造園用等養成造園用等養成造園用等養成されているものされているものされているものされているもの）、）、）、）、地被植物類地被植物類地被植物類地被植物類（（（（ササササササササ、、、、ツタツタツタツタ、、、、ジャジャジャジャ
ノヒゲノヒゲノヒゲノヒゲ等等等等のののの地面地面地面地面やややや壁面壁面壁面壁面のののの被覆被覆被覆被覆にににに供供供供するものするものするものするもの））））のことをのことをのことをのことを言言言言いますいますいますいます。。。。

５５５５



花き の花き の花き の花き の
花き とは、花き とは、花き とは、花き とは、 賞の に される 物賞の に される 物賞の に される 物賞の に される 物をい 。 体的には、をい 。 体的には、をい 。 体的には、をい 。 体的には、切り花、 もの、花 類、 類、切り花、 もの、花 類、 類、切り花、 もの、花 類、 類、切り花、 もの、花 類、 類、

花 苗もの、 類、地 物類花 苗もの、 類、地 物類花 苗もの、 類、地 物類花 苗もの、 類、地 物類をい 。をい 。をい 。をい 。

【【【【 】】】】
賞のために る 物

【【【【花 園芸花 園芸花 園芸花 園芸 】】】】 大大大大

花 は 賞 に る 物全体を
して り・・・花 は 物に いられ、

り る 物や く の 家 け
が る 野草は花 に めない。し
かし、野生 物で されていないもので
も、 して 的に く されるもの
は花 に めている。

花き花き花き花き
【【【【切り花切り花切り花切り花】】】】

カキ、ノョ、カキ、ノョ、カキ、ノョ、カキ、ノョ、
カーネーション、カーネーション、カーネーション、カーネーション、

モシの 等切り 、モシの 等切り 、モシの 等切り 、モシの 等切り 、
コキョ等切りコキョ等切りコキョ等切りコキョ等切り

【【【【 ものものものもの】】】】
シキョミン、ョン、シキョミン、ョン、シキョミン、ョン、シキョミン、ョン、

物、物、物、物、
等等等等

【【【【花 苗もの花 苗もの花 苗もの花 苗もの】】】】
ハンジー、ハンジー、ハンジー、ハンジー、

ヘタャドア等ヘタャドア等ヘタャドア等ヘタャドア等

【【【【花 類花 類花 類花 類】】】】
ヂヂジ等 に われるヂヂジ等 に われるヂヂジ等 に われるヂヂジ等 に われる

本 物で 化 を本 物で 化 を本 物で 化 を本 物で 化 を
む ものとして生産む ものとして生産む ものとして生産む ものとして生産

されているものを くされているものを くされているものを くされているものを く

【【【【 類類類類】】】】
タャーヨチフ、ヤタャーヨチフ、ヤタャーヨチフ、ヤタャーヨチフ、ヤ
ヨ等 にヨ等 にヨ等 にヨ等 に
されるもの くされるもの くされるもの くされるもの く

【【【【 類類類類】】】】
園 等 成園 等 成園 等 成園 等 成

されているものされているものされているものされているもの

【【【【地 物類地 物類地 物類地 物類】】】】
ココ、 類等地ココ、 類等地ココ、 類等地ココ、 類等地
や の にや の にや の にや の に

るものるものるものるもの

【【【【 】】】】
シガ、バヌカ、アカボヂ、キロシガ、バヌカ、アカボヂ、キロシガ、バヌカ、アカボヂ、キロシガ、バヌカ、アカボヂ、キロ
ボヂ、カョボヂ等ボヂ、カョボヂ等ボヂ、カョボヂ等ボヂ、カョボヂ等

野草 や に野草 や に野草 や に野草 や に
いて な規 はないが、いて な規 はないが、いて な規 はないが、いて な規 はないが、

賞 に てをして賞 に てをして賞 に てをして賞 に てをして
されているものは花きされているものは花きされているものは花きされているものは花き

として り とがとして り とがとして り とがとして り とが

【【【【なんでもわかる花と のなんでもわかる花と のなんでもわかる花と のなんでもわかる花と の 】】】】
賞 物と であり、 は

的から 切り花類、 物類、 花 類、
類、 花 苗物、 、 地 物類

な に 分される。

【【【【 野草野草野草野草】】】】
野外に野外に野外に野外に 生生生生 るるるる草本草本草本草本、、、、

び のび のび のび の 等等等等

花き の に いて れている花き の に いて れている花き の に いて れている花き の に いて れている

６６６６



第三条第三条第三条第三条 農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣はははは、、、、花花花花きききき産業及産業及産業及産業及びびびび花花花花きのきのきのきの文化文化文化文化のののの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする基本基本基本基本
方針方針方針方針（（（（以下単以下単以下単以下単にににに｢｢｢｢基本方針基本方針基本方針基本方針｣｣｣｣というというというという。）。）。）。）をををを定定定定めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。
２２２２ 基本方針基本方針基本方針基本方針においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項をををを定定定定めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。
一一一一 花花花花きききき産業及産業及産業及産業及びびびび花花花花きのきのきのきの文化文化文化文化のののの振興振興振興振興のののの意義及意義及意義及意義及びびびび基本的基本的基本的基本的なななな
方向方向方向方向にににに関関関関するするするする事項事項事項事項

二二二二 花花花花きのきのきのきの需要需要需要需要のののの長期見通長期見通長期見通長期見通しにしにしにしに即即即即したしたしたした生産量生産量生産量生産量そのそのそのその他他他他のののの花花花花
きききき産業産業産業産業のののの振興振興振興振興のののの目標目標目標目標にににに関関関関するするするする事項事項事項事項

三三三三 花花花花きききき産業産業産業産業のののの振興振興振興振興のためののためののためののための施策施策施策施策にににに関関関関するするするする事項事項事項事項
四四四四 花花花花きのきのきのきの文化文化文化文化のののの振興振興振興振興のためののためののためののための施策施策施策施策にににに関関関関するするするする事項事項事項事項
五五五五 花花花花きのきのきのきの需要需要需要需要のののの増進増進増進増進のためののためののためののための施策施策施策施策にににに関関関関するするするする事項事項事項事項

３３３３ 農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣はははは、、、、基本方針基本方針基本方針基本方針をををを定定定定めるにめるにめるにめるに当当当当たってたってたってたって花花花花きのきのきのきの需給事情需給事情需給事情需給事情をををを把把把把
握握握握するためするためするためするため必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、都道府県知事都道府県知事都道府県知事都道府県知事、、、、花花花花きききき産業産業産業産業をををを行行行行
うううう者者者者がががが組織組織組織組織するするするする団体団体団体団体（（（（以下以下以下以下｢｢｢｢花花花花きききき団体団体団体団体｣｣｣｣というというというという。）。）。）。）そのそのそのその他他他他のののの関係者関係者関係者関係者にににに対対対対しししし、、、、
資料資料資料資料のののの提出提出提出提出そのそのそのその他必要他必要他必要他必要なななな協力協力協力協力をををを求求求求めることができるめることができるめることができるめることができる。。。。

基本方針基本方針基本方針基本方針



４４４４ 農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣はははは、、、、花花花花きのきのきのきの需給事情需給事情需給事情需給事情、、、、農業事情農業事情農業事情農業事情そのそのそのその他他他他のののの事情事情事情事情のののの変動変動変動変動にににに
よりよりよりより必要必要必要必要があるときはがあるときはがあるときはがあるときは、、、、基本方針基本方針基本方針基本方針をををを変更変更変更変更するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。
５５５５ 農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣はははは、、、、基本方針基本方針基本方針基本方針をををを定定定定めめめめ、、、、又又又又はこれをはこれをはこれをはこれを変更変更変更変更しようとするとしようとするとしようとするとしようとすると
きはきはきはきは、、、、あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ、、、、関係行政機関関係行政機関関係行政機関関係行政機関のののの長長長長にににに協議協議協議協議しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。
６６６６ 農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣はははは、、、、基本方針基本方針基本方針基本方針をををを定定定定めめめめ、、、、又又又又はこれをはこれをはこれをはこれを変更変更変更変更したときはしたときはしたときはしたときは、、、、遅遅遅遅
滞滞滞滞なくなくなくなく、、、、これをこれをこれをこれを公表公表公表公表しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。

基本方針基本方針基本方針基本方針

農林水産省農林水産省農林水産省農林水産省ではではではでは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで｢｢｢｢花花花花きききき産業振興方針産業振興方針産業振興方針産業振興方針｣｣｣｣をををを策定策定策定策定してきたところしてきたところしてきたところしてきたところ
ですがですがですがですが、、、、今後今後今後今後はははは法律法律法律法律にににに基基基基づきづきづきづき、、、、｢｢｢｢基本方針基本方針基本方針基本方針｣｣｣｣をををを策定策定策定策定することとされましたすることとされましたすることとされましたすることとされました。。。。

８８８８



花き産業 び花きの文化の振興の び基本的な方向に関 る花き産業 び花きの文化の振興の び基本的な方向に関 る花き産業 び花きの文化の振興の び基本的な方向に関 る花き産業 び花きの文化の振興の び基本的な方向に関 る

２２２２ 花きの 要の長期 しに した生産量その他の花き産業の振興の に花きの 要の長期 しに した生産量その他の花き産業の振興の に花きの 要の長期 しに した生産量その他の花き産業の振興の に花きの 要の長期 しに した生産量その他の花き産業の振興の に

関 る関 る関 る関 る

花きの 要の長期 し花きの 要の長期 し花きの 要の長期 し花きの 要の長期 し

２２２２ 花きの生産の長期 し花きの生産の長期 し花きの生産の長期 し花きの生産の長期 し

３３３３ 花き産業の振興のための施 に関 る花き産業の振興のための施 に関 る花き産業の振興のための施 に関 る花き産業の振興のための施 に関 る

生産者の の生産者の の生産者の の生産者の の

花きの生産基 の花きの生産基 の花きの生産基 の花きの生産基 の

２ 知的 産の 切な び２ 知的 産の 切な び２ 知的 産の 切な び２ 知的 産の 切な び

３ による 、 るウネルガーの価 の な高 等が 生した３ による 、 るウネルガーの価 の な高 等が 生した３ による 、 るウネルガーの価 の な高 等が 生した３ による 、 るウネルガーの価 の な高 等が 生した

に ける 的なに ける 的なに ける 的なに ける 的な

２２２２ 生産 び品 の向上の生産 び品 の向上の生産 び品 の向上の生産 び品 の向上の

３３３３ 加 び の高度化加 び の高度化加 び の高度化加 び の高度化

花きの加 に関 る技術花きの加 に関 る技術花きの加 に関 る技術花きの加 に関 る技術

２ 等 関係施設の び の 化２ 等 関係施設の び の 化２ 等 関係施設の び の 化２ 等 関係施設の び の 化

度 の 要 への度 の 要 への度 の 要 への度 の 要 への

基本方基本方基本方基本方

９９９９



５５５５ 輸出の輸出の輸出の輸出の

６６６６ 研究 業の 施に関 る基本的な研究 業の 施に関 る基本的な研究 業の 施に関 る基本的な研究 業の 施に関 る基本的な

研究 業の基本的な 方研究 業の基本的な 方研究 業の基本的な 方研究 業の基本的な 方

２ 研究 業の に関 る２ 研究 業の に関 る２ 研究 業の に関 る２ 研究 業の に関 る

研究研究研究研究 のののの

花きの新品種の育成 び増 技術の高度化花きの新品種の育成 び増 技術の高度化花きの新品種の育成 び増 技術の高度化花きの新品種の育成 び増 技術の高度化

２ 生産 び品 の向上２ 生産 び品 の向上２ 生産 び品 の向上２ 生産 び品 の向上

３３３３ 品 の品 の品 の品 の

８８８８ 地 化に る地 化に る地 化に る地 化に る

花きの文化の振興のための施 に関 る花きの文化の振興のための施 に関 る花きの文化の振興のための施 に関 る花きの文化の振興のための施 に関 る

施設 びま づくり等に ける花きの施設 びま づくり等に ける花きの施設 びま づくり等に ける花きの施設 びま づくり等に ける花きの

２２２２ 花きを した 育 び地 に ける花きを した の花きを した 育 び地 に ける花きを した の花きを した 育 び地 に ける花きを した の花きを した 育 び地 に ける花きを した の

３３３３ 日 生 に ける花きの の 等日 生 に ける花きの の 等日 生 に ける花きの の 等日 生 に ける花きの の 等

５５５５ 花きの 要の増 のための施 に関 る花きの 要の増 のための施 に関 る花きの 要の増 のための施 に関 る花きの 要の増 のための施 に関 る

基本方基本方基本方基本方

10



第四条第四条第四条第四条 都道府県都道府県都道府県都道府県はははは、、、、基本方針基本方針基本方針基本方針にににに即即即即しししし、、、、当該都道府県当該都道府県当該都道府県当該都道府県におけるにおけるにおけるにおける花花花花きききき産業産業産業産業
及及及及びびびび花花花花きのきのきのきの文化文化文化文化のののの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする計画計画計画計画（（（（以下以下以下以下｢｢｢｢振興計画振興計画振興計画振興計画｣｣｣｣というというというという。）。）。）。）をををを定定定定めめめめ
るようるようるようるよう努努努努めなければならないめなければならないめなければならないめなければならない。。。。
２２２２ 都道府県都道府県都道府県都道府県はははは、、、、振興計画振興計画振興計画振興計画をををを定定定定めるにめるにめるにめるに当当当当たってたってたってたって花花花花きのきのきのきの需給事情需給事情需給事情需給事情をををを把握把握把握把握すすすす
るためるためるためるため必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、花花花花きききき団体団体団体団体そのそのそのその他他他他のののの関係者関係者関係者関係者にににに対対対対しししし、、、、
資料資料資料資料のののの提出提出提出提出そのそのそのその他必要他必要他必要他必要なななな協力協力協力協力をををを求求求求めることができるめることができるめることができるめることができる。。。。
３３３３ 都道府県都道府県都道府県都道府県はははは、、、、振興計画振興計画振興計画振興計画をををを定定定定めめめめ、、、、又又又又はこれをはこれをはこれをはこれを変更変更変更変更したときはしたときはしたときはしたときは、、、、遅滞遅滞遅滞遅滞なななな
くくくく、、、、これをこれをこれをこれを公表公表公表公表しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。

都道府県都道府県都道府県都道府県はははは、、、、できるできるできるできる限限限限りりりり生産生産生産生産、、、、流通流通流通流通、、、、販売販売販売販売、、、、文化等地域文化等地域文化等地域文化等地域のののの花花花花きききき関係者関係者関係者関係者
がががが一堂一堂一堂一堂にににに会会会会するするするする地域協議会等地域協議会等地域協議会等地域協議会等をををを活用活用活用活用しししし、、、、｢｢｢｢振興計画振興計画振興計画振興計画｣｣｣｣をををを策定策定策定策定するようするようするようするよう努努努努めめめめ
ることとされましたることとされましたることとされましたることとされました。。。。

振興計画振興計画振興計画振興計画
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第五条第五条第五条第五条 国国国国はははは、、、、国国国国、、、、地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体、、、、事業者事業者事業者事業者、、、、大学等大学等大学等大学等のののの研究機関等研究機関等研究機関等研究機関等がががが相互相互相互相互
にににに連携連携連携連携をををを図図図図りながらりながらりながらりながら協力協力協力協力することによりすることによりすることによりすることにより、、、、花花花花きききき産業及産業及産業及産業及びびびび花花花花きのきのきのきの文化文化文化文化のののの
振興振興振興振興のののの効果的効果的効果的効果的なななな推進推進推進推進がががが図図図図られることにられることにられることにられることに鑑鑑鑑鑑みみみみ、、、、これらのこれらのこれらのこれらの者者者者のののの間間間間のののの連携連携連携連携のののの
強化強化強化強化にににに必要必要必要必要なななな施策施策施策施策をををを講講講講ずるものとするずるものとするずるものとするずるものとする。。。。

連携連携連携連携のののの強化強化強化強化

花花花花きききき産業及産業及産業及産業及びびびび花花花花きのきのきのきの文化文化文化文化のののの振興振興振興振興のためにはのためにはのためにはのためには、、、、生産生産生産生産、、、、流通流通流通流通、、、、販売販売販売販売、、、、文化文化文化文化
等花等花等花等花きききき関係者関係者関係者関係者やややや国国国国、、、、地方公共団体等地方公共団体等地方公共団体等地方公共団体等のののの連携連携連携連携がががが欠欠欠欠かせないことからかせないことからかせないことからかせないことから、、、、連携連携連携連携
のののの強化強化強化強化がががが規定規定規定規定されましたされましたされましたされました。。。。
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第六条第六条第六条第六条 国及国及国及国及びびびび地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体はははは、、、、花花花花きのきのきのきの生産者生産者生産者生産者のののの経営経営経営経営のののの安定安定安定安定をををを図図図図るためるためるためるため、、、、
エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの使用使用使用使用のののの合理化合理化合理化合理化そのそのそのその他他他他のののの花花花花きのきのきのきの生産基盤生産基盤生産基盤生産基盤のののの整備整備整備整備、、、、知的財産知的財産知的財産知的財産
のののの適切適切適切適切なななな保護及保護及保護及保護及びびびび活用活用活用活用、、、、災害災害災害災害によるによるによるによる損失損失損失損失、、、、使用使用使用使用するエネルギーのするエネルギーのするエネルギーのするエネルギーの価格価格価格価格
のののの急激急激急激急激なななな高騰等高騰等高騰等高騰等がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合におけるにおけるにおけるにおける合理的合理的合理的合理的なななな補補補補塡塡塡塡そのそのそのその他必要他必要他必要他必要なななな施施施施
策策策策をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。

生産者生産者生産者生産者のののの経営経営経営経営のののの安定安定安定安定

燃油価格燃油価格燃油価格燃油価格やややや資材費資材費資材費資材費のののの高騰高騰高騰高騰、、、、災害災害災害災害のののの発生等発生等発生等発生等によりによりによりにより、、、、経営経営経営経営がががが圧迫圧迫圧迫圧迫
されるされるされるされる事例事例事例事例がががが見受見受見受見受けられるけられるけられるけられる中中中中、、、、国国国国やややや地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体によるによるによるによる生産者生産者生産者生産者
のののの経営経営経営経営のののの安定安定安定安定のためののためののためののための支援支援支援支援がががが規定規定規定規定されましたされましたされましたされました。。。。
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花きの コシテ
• 施設園芸は、 コシテに める の割 が高く、

年の 価 高 が を 。

• に らない生産 が められる。

経営コストに占める燃料費の割合経営コストに占める燃料費の割合経営コストに占める燃料費の割合経営コストに占める燃料費の割合

バーテホンフ

ノアエボシ
加 施設

14

農業 平成19年度品 び産地 き りから農業 に める割 を 全

国平 。ボンゲーに いては き り。
業 平成20年 業 調 から。

他産業 ソキシー、テョチキに いては 業 による。



第七条第七条第七条第七条 国及国及国及国及びびびび地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体はははは、、、、花花花花きのきのきのきの栽培栽培栽培栽培のののの生産性及生産性及生産性及生産性及びびびび花花花花きのきのきのきの品質品質品質品質のののの
向上向上向上向上（（（（以下以下以下以下「「「「生産性及生産性及生産性及生産性及びびびび品質品質品質品質のののの向上向上向上向上」」」」というというというという。）。）。）。）をををを促進促進促進促進するためするためするためするため、、、、花花花花
きききき産業産業産業産業をををを行行行行うううう者者者者によるによるによるによる生産性及生産性及生産性及生産性及びびびび品質品質品質品質のののの向上向上向上向上のためののためののためののための取組取組取組取組へのへのへのへの支援支援支援支援そそそそ
のののの他必要他必要他必要他必要なななな施策施策施策施策をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。

生産性及生産性及生産性及生産性及びびびび品質品質品質品質のののの向上向上向上向上のののの促進促進促進促進

国産国産国産国産シェアのシェアのシェアのシェアの奪還奪還奪還奪還とととと輸出拡大輸出拡大輸出拡大輸出拡大にににに向向向向けけけけ、、、、国国国国やややや地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体によるによるによるによる生産性生産性生産性生産性
とととと品質品質品質品質のののの向上向上向上向上のののの促進促進促進促進のためののためののためののための支援支援支援支援がががが規定規定規定規定されましたされましたされましたされました。。。。
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第八条第八条第八条第八条 国及国及国及国及びびびび地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体はははは、、、、花花花花きのきのきのきの加工及加工及加工及加工及びびびび流通流通流通流通のののの高度化高度化高度化高度化をををを図図図図るたるたるたるた
めめめめ、、、、花花花花きのきのきのきの加工加工加工加工にににに関関関関するするするする技術開発技術開発技術開発技術開発、、、、卸売市場等流通関係施設卸売市場等流通関係施設卸売市場等流通関係施設卸売市場等流通関係施設のののの整備及整備及整備及整備及
びびびび流通経路流通経路流通経路流通経路のののの合理化合理化合理化合理化へのへのへのへの支援支援支援支援そのそのそのその他必要他必要他必要他必要なななな施策施策施策施策をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう努努努努めるもめるもめるもめるも
のとするのとするのとするのとする。。。。

加工及加工及加工及加工及びびびび流通流通流通流通のののの高度化高度化高度化高度化

花花花花きはきはきはきは卸売市場経由率卸売市場経由率卸売市場経由率卸売市場経由率がががが高高高高くくくく、、、、産地産地産地産地からからからから市場市場市場市場、、、、小売店小売店小売店小売店にににに至至至至るまでのるまでのるまでのるまでの
コールドチェーンのコールドチェーンのコールドチェーンのコールドチェーンの整備整備整備整備やややや流通経路流通経路流通経路流通経路のののの合理化等合理化等合理化等合理化等がががが必要必要必要必要であることからであることからであることからであることから、、、、
国国国国やややや地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体によるによるによるによる加工及加工及加工及加工及びびびび流通流通流通流通のののの高度化高度化高度化高度化にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援がががが規定規定規定規定されされされされ
ましたましたましたました。。。。
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第九条第九条第九条第九条 国及国及国及国及びびびび地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体はははは、、、、前二条前二条前二条前二条のののの施策施策施策施策をををを講講講講ずるにずるにずるにずるに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、
花花花花きのきのきのきの流通流通流通流通にににに当当当当たりそのたりそのたりそのたりその鮮度鮮度鮮度鮮度をできるをできるをできるをできる限限限限りりりり保持保持保持保持することのすることのすることのすることの重要性重要性重要性重要性にににに特特特特
にににに留意留意留意留意するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。

鮮度鮮度鮮度鮮度のののの保持保持保持保持のののの重要性重要性重要性重要性へのへのへのへの留意留意留意留意

国産花国産花国産花国産花きのきのきのきの強強強強みであるみであるみであるみである日持日持日持日持ちちちち性性性性のののの向上向上向上向上のためにはのためにはのためにはのためには、、、、産地産地産地産地からからからから小売店小売店小売店小売店にににに
至至至至るまでのるまでのるまでのるまでの流通段階流通段階流通段階流通段階におけるにおけるにおけるにおける鮮度保持鮮度保持鮮度保持鮮度保持がががが特特特特にににに重要重要重要重要であることからであることからであることからであることから、、、、第九第九第九第九
条条条条がががが設設設設けられましたけられましたけられましたけられました。。。。
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農 産 花き生産出 、 物

平成14年平成14年

カ キカ キ

な輸入国な輸入国

ボレーシア、中国

な輸入国な輸入国

コロンビア、中国

平成24年平成24年

カーネーションカーネーション

国産 ％

国産 ％
国産 ％

国産 ％

輸入 ％輸入 ％

輸入 ％

輸入 ％

� 花きの輸入は、切り花類が大 を め、関 が された
６ 年 増加傾向。輸入の な 国は、コロンビア、ボレー
シア、中国。

� 品 としては、日 等品 向上によりカーネーション、カキの
増加が 。

花きの輸入

平成14年平成14年 平成24年平成24年
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カーネーションの生産概況の対比

面 積

日本 コロンビア

378ha

126億円

--------------------

最高17℃
最低7.4℃

1,500m前後

約1,000ha

135億円

（対日輸出額49億円）

--------------------

最高16℃
最低 6℃

2,600m

産出額

• 年間平均気温は日本とコロンビアでほとんど差はないが、月別で見ると、コロンビアは年間を
通じてほぼ一定であり、加温施設等が不要。⇒設備費、光熱費（特に燃油）等が不要。

• コロンビアは四季がないため、生産地が季節で移動することなく、周年で安定供給が可能。
また、１日の寒暖の差が大きく、カーネーションの発色や生育には最適。

• コロンビアの花き生産は、一部の富裕層による農地及び付随する福利厚生施設等の整備、
アメリカによる転作指導、コロンビア政府の国内治安改善策がうまく合致したことからスタート。

年間
平均気温※

標高※

※年間平均気温、標高は長野及びボゴタの生産地近辺のもの

平均気温の比較
単位：℃

単位：℃

国内産及びコロンビア産カーネーションについて国内産及びコロンビア産カーネーションについて国内産及びコロンビア産カーネーションについて国内産及びコロンビア産カーネーションについて①①①①
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カーネーションのコスト比較

• コロンビアの１本あたりの原価は日本の半分以下（流通経費含まず）。
• 日本では、灰色カビ病は一般的な病害であるが、コロンビアでは気象条件や栽培環境の面

から発症リスクが少ない。
• コロンビアは、採花後の温度管理や抗菌剤等の鮮度管理も徹底している。日本では採花後の処

理や温度管理等がまだ不十分であり、生産・流通・小売への一体的な対策が必要。

※1：コロンビアは台風がなく、簡易な施設で充分である。
※2：長野県は最低時間賃金（713円）より計算

○ ボトリチス菌は、花きにとって大敵となる
カビの一種で、灰色カビ病の要因となる。
○ 日本では一般的な病害であるため、温湿度
管理の徹底や農薬の散布が必要。そのためのコ
ストが上乗せされる。

ボトリチス菌について

カーネーションの鮮度管理について

○ 採花後の選別は、日本では常温で行われる
が、コロンビアでは2～3℃の室内で行われ、以
後空港までは低温で輸送される。
○ また、輸入品は長期輸送が前提のため、抗
菌剤や栄養剤等の薬剤の使用等、鮮度管理が徹
底している。
○ 輸入品は、日本の空港に到着後は、温度管
理が寸断されるため、市場、小売店への流通は
国産と同じ温度条件となる。

日本（長野） コロンビア

264千円/年

パイプハウス

3,711千円

130千円/月

-------------

28.7円

10.4円
（産地→市場）

0

木造ﾎﾟﾘﾌｨﾙﾑ
240千円

260㌦/月
（約25千円）

--------------
14ｾﾝﾄ

（約13円）

12～15ｾﾝﾄ
（ﾎﾞｺﾞﾀ→成田）

燃 油

1本あたりの
生産コスト

施設費※1

（10aあたり）

雇用労賃
1人あたり※2

1本あたりの
輸送コスト

国内産及びコロンビア産カーネーションについて②国内産及びコロンビア産カーネーションについて②国内産及びコロンビア産カーネーションについて②国内産及びコロンビア産カーネーションについて②
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○国産花と輸入花の採花から小売店までの期間○国産花と輸入花の採花から小売店までの期間○国産花と輸入花の採花から小売店までの期間○国産花と輸入花の採花から小売店までの期間

日数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

輸入花き
(コロンビア
のカーネー
ション)

国産花き

花花

成成
分分

ス
ヨ

ス
ヨ

花花

調調 ス
ヨ

ス
ヨ

度 が度 が

温度管理が不徹底温度管理が不徹底温度管理が不徹底温度管理が不徹底温度管理が不徹底温度管理が不徹底温度管理が不徹底温度管理が不徹底 資料：市場関係者からの聞き取り

• 輸入花きからシェアを奪還するには、
①温度管理（コールドチェーンの確立）
②衛生管理
③鮮度保持剤の使用等
を生産・流通・小売各段階で徹底。
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第十条第十条第十条第十条 国及国及国及国及びびびび地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体はははは、、、、海外市場海外市場海外市場海外市場のののの開拓等開拓等開拓等開拓等がががが国内国内国内国内でででで生産生産生産生産されたされたされたされた
花花花花きのきのきのきの需要需要需要需要のののの増進増進増進増進にににに資資資資することにすることにすることにすることに鑑鑑鑑鑑みみみみ、、、、花花花花きのきのきのきの輸出輸出輸出輸出のののの促進促進促進促進にににに必要必要必要必要なななな施施施施
策策策策をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。

輸出輸出輸出輸出のののの促進促進促進促進

｢｢｢｢花花花花きのきのきのきの輸出戦略輸出戦略輸出戦略輸出戦略｣｣｣｣（（（（平成平成平成平成25252525年年年年８８８８月月月月））））のののの目標目標目標目標であるであるであるである平成平成平成平成32323232年年年年のののの輸出額輸出額輸出額輸出額150150150150
億円億円億円億円のののの達成達成達成達成にににに向向向向けけけけ、、、、国国国国やややや地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体によるによるによるによる花花花花きのきのきのきの輸出促進輸出促進輸出促進輸出促進にににに向向向向けたけたけたけた支支支支
援援援援がががが規定規定規定規定されましたされましたされましたされました。。。。

22



国産花きの輸出増加
• 国際的に高い評価を得ている我が国の多様で高品
質な花きの輸出が増加傾向。

• 特に、経済成長著しいアジア新興国向けが急増し、
平成25年の輸出額は約100億円。

輸出上位
５カ国

H23H23H23H23 H24H24H24H24 H25H25H25H25

中国 9.1 18.1 34.0

ベトナム 28.1 43.2 30.6

香港 22.1 11.8 20.5

台湾 1.0 2.2 7.0

イタリア 2.8 2.9 2.0

花き輸出額の推移花き輸出額の推移花き輸出額の推移花き輸出額の推移

（億円）

・ ・ 物等 類 苗物( ・ )

切り花(生 ) ・ 、その他加

約 億円約 億円約 億円約 億円

の はあるがアジア新興の はあるがアジア新興の はあるがアジア新興の はあるがアジア新興
国向けを中心に輸出は順調に増加国向けを中心に輸出は順調に増加国向けを中心に輸出は順調に増加国向けを中心に輸出は順調に増加

億円
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花きの輸出
• ｢所得倍増｣実現に向けた第一歩として、輸出拡大
による新たな販路の開拓が必要。

• 昨年8月に｢花きの輸出戦略｣を策定、平成32年に
植木・盆栽・鉢物・切り花で輸出150億円を目指

す。

150150150150

83838383

（億円）
輸出拡大向けパン
フレットを作成し
て国産花きを発信

品目品目品目品目 輸出重点国輸出重点国輸出重点国輸出重点国

植木・盆栽植木・盆栽植木・盆栽植木・盆栽 ＥＵ、中国ＥＵ、中国ＥＵ、中国ＥＵ、中国

鉢物鉢物鉢物鉢物 シンガポール、中国、香港シンガポール、中国、香港シンガポール、中国、香港シンガポール、中国、香港

切り花切り花切り花切り花 米国、香港、シンガポール、米国、香港、シンガポール、米国、香港、シンガポール、米国、香港、シンガポール、
カナダ、ＥＵ、ロシアカナダ、ＥＵ、ロシアカナダ、ＥＵ、ロシアカナダ、ＥＵ、ロシア

花きの 、 ・ ・ もの・切り花の輸出額花きの 、 ・ ・ もの・切り花の輸出額花きの 、 ・ ・ もの・切り花の輸出額花きの 、 ・ ・ もの・切り花の輸出額
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輸出 国クドアの
• トアロビ のトアノシメ が切り花の 大生

産地。
• エョンゾ、アガヨシ等の 本によるネイシ 200
300haの生産者が し、大規 な施設園芸を 。

• 価な人 ・ を に、切り花産業は 成長
を る。

ナイバシャ湖周辺のナイバシャ湖周辺のナイバシャ湖周辺のナイバシャ湖周辺のPand FlowersPand FlowersPand FlowersPand Flowersはははは200ha200ha200ha200ha、従業員、従業員、従業員、従業員800800800800名、名、名、名、
台風がないため簡易な資材費台風がないため簡易な資材費台風がないため簡易な資材費台風がないため簡易な資材費(10a(10a(10a(10aあたりあたりあたりあたり100100100100万円程度万円程度万円程度万円程度)))) 25



輸出 国クドアの
• アガヨシ、エョンゾ等の 本により、極めて 的に

輸出に り んでいる 95%は輸出向け 。

産地で完結した取組産地で完結した取組産地で完結した取組産地で完結した取組

生産者自ら海外マーケティング、
顧客ニーズに合わせた加工（花
色・規格）、パッキング

社会環境に配慮した取組社会環境に配慮した取組社会環境に配慮した取組社会環境に配慮した取組

巨大な雨水貯水
池で湖水利用を
抑制

自社で益虫を培養
農薬使用を抑制

フェアトレードによる価格上乗せ分で
職業訓練やクリニック経営等を実施

多くの生産多くの生産多くの生産多くの生産
者がＭＰＳ者がＭＰＳ者がＭＰＳ者がＭＰＳ
に加え独自に加え独自に加え独自に加え独自
認証を取得認証を取得認証を取得認証を取得

ナイバシャ湖
の水問題対策

女性がほとんど
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輸出 国クドアの
• 国を てのフロムーション、産地で した 等、

が国がクドアから ぶべき点も多い。

コールドチェーンの整備コールドチェーンの整備コールドチェーンの整備コールドチェーンの整備

オールケニアでプロモーションオールケニアでプロモーションオールケニアでプロモーションオールケニアでプロモーション

ケニア政府も支援ケニア政府も支援ケニア政府も支援ケニア政府も支援

ケニア共通ブランド

産地の保冷庫

生産者の保冷トラック

ナイロビ空港隣接の検疫所の保冷庫
駐日ケニア大使館
切り花をＨＰで宣伝

プロモーション
マーケティング等
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輸出 点国の ロシア
• ムシキロの切り花 規 は2 億円。 では7割

をノョが める。ほぼ輸入に ロシアの輸入額は
世界 6 。

• 花を る文化がし かりと いて り、 が国
にと て魅力的な 。

• ノレンソアンや国際 人ヅー ３月 、新 年のシソー
テ ９月 を中心に切り花 が多い。

• 中の る に花 が 。

花市場 百貨店の高級花店 24時間営業スタンド
28



• アジアの物 点として、極めて 要な 物・切り
花の輸出 。ボカエのカジヌへの も多い。
• やノレンソアンヅーを中心に、 や 等の
の いとされる な いの花の 要が びる。
ショチヒンギムールやベツル、 等での 要も多い。
•多様で な いの日本産の認知度向上が 。

輸出 点国の

わいを る花 と な花わいを る花 と な花わいを る花 と な花わいを る花 と な花 ベツルのロビーベツルのロビーベツルのロビーベツルのロビー
ショチヒンギムールショチヒンギムールショチヒンギムールショチヒンギムール

関関関関
29



成長 しいアジア新興国へ
・シンオホール・中国

産地間連携により日本産花きと花文化を世界へ輸出産地間連携により日本産花きと花文化を世界へ輸出産地間連携により日本産花きと花文化を世界へ輸出産地間連携により日本産花きと花文化を世界へ輸出

長野長野長野長野

知知知知

ヨンデイヨンデイヨンデイヨンデイ

ョトンカャョショトンカャョショトンカャョショトンカャョシ

洋ョン洋ョン洋ョン洋ョン

シアーテヒーシアーテヒーシアーテヒーシアーテヒー

高知高知高知高知

ギロヨエコギロヨエコギロヨエコギロヨエコ

海道海道海道海道

ヅルファドイマヅルファドイマヅルファドイマヅルファドイマ

海外の 等海外の 等海外の 等海外の 等
花文化と て日本産花きを花文化と て日本産花きを花文化と て日本産花きを花文化と て日本産花きを

長 輸 に る品 技長 輸 に る品 技長 輸 に る品 技長 輸 に る品 技
術の向上術の向上術の向上術の向上

スンタャイ 技術の 等 物スンタャイ 技術の 等 物スンタャイ 技術の 等 物スンタャイ 技術の 等 物
へのへのへのへの

海外からのノアモーの海外からのノアモーの海外からのノアモーの海外からのノアモーの

必要な必要な必要な必要な

新新新新

タャーヨチフタャーヨチフタャーヨチフタャーヨチフ

平洋を 、 大 へ
国・カトゾ

花き文化の成 した や新た
な 要が まれるロシアへ

今後も海外 調 を 、今後も海外 調 を 、今後も海外 調 を 、今後も海外 調 を 、
新たな を新たな を新たな を新たな を
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第十一条第十一条第十一条第十一条 研究開発事業研究開発事業研究開発事業研究開発事業（（（（花花花花きのきのきのきの新品種新品種新品種新品種のののの育成及育成及育成及育成及びびびび増殖技術増殖技術増殖技術増殖技術のののの高度化高度化高度化高度化にににに
関関関関するするするする研究開発研究開発研究開発研究開発をををを行行行行うううう事業事業事業事業であってであってであってであって、、、、我我我我がががが国国国国のののの花花花花きききき産業産業産業産業のののの国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力
のののの強化強化強化強化にににに特特特特にににに資資資資するものをいうするものをいうするものをいうするものをいう。。。。以下同以下同以下同以下同じじじじ。）。）。）。）をををを行行行行おうとするおうとするおうとするおうとする者者者者（（（（研研研研
究開発事業究開発事業究開発事業究開発事業をををを行行行行うううう法人法人法人法人をををを設立設立設立設立しようとするしようとするしようとするしようとする者者者者をををを含含含含むむむむ。）。）。）。）はははは、、、、研究開発研究開発研究開発研究開発
事業事業事業事業にににに関関関関するするするする計画計画計画計画（（（（以下以下以下以下「「「「研究開発事業計画研究開発事業計画研究開発事業計画研究開発事業計画」」」」というというというという。）。）。）。）をををを作成作成作成作成しししし、、、、
農林水産省令農林水産省令農林水産省令農林水産省令でででで定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより、、、、これをこれをこれをこれを農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣にににに提出提出提出提出してしてしてして、、、、
そのそのそのその研究開発事業計画研究開発事業計画研究開発事業計画研究開発事業計画がががが適当適当適当適当であるであるであるである旨旨旨旨のののの認定認定認定認定をををを受受受受けることができるけることができるけることができるけることができる。。。。
２２２２ 研究開発事業計画研究開発事業計画研究開発事業計画研究開発事業計画にはにはにはには、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項をををを記載記載記載記載しなければならなしなければならなしなければならなしなければならな
いいいい。。。。
一一一一 研究開発事業研究開発事業研究開発事業研究開発事業のののの目標目標目標目標
二二二二 研究開発事業研究開発事業研究開発事業研究開発事業のののの内容及内容及内容及内容及びびびび実施期間実施期間実施期間実施期間
三三三三 研究開発事業研究開発事業研究開発事業研究開発事業をををを実施実施実施実施するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな資金資金資金資金のののの額及額及額及額及びそのびそのびそのびその調達方法調達方法調達方法調達方法

研究開発事業計画研究開発事業計画研究開発事業計画研究開発事業計画のののの認定認定認定認定
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３３３３ 農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣はははは、、、、第一項第一項第一項第一項のののの認定認定認定認定のののの申請申請申請申請があったがあったがあったがあった場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、そのそのそのその
研究開発事業計画研究開発事業計画研究開発事業計画研究開発事業計画がががが次次次次のののの各号各号各号各号のいずれにものいずれにものいずれにものいずれにも適合適合適合適合するものであるとするものであるとするものであるとするものであると認認認認めめめめ
るときはるときはるときはるときは、、、、そのそのそのその認定認定認定認定をするものとするをするものとするをするものとするをするものとする。。。。
一一一一 前項第一号及前項第一号及前項第一号及前項第一号及びびびび第二号第二号第二号第二号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項がががが基本方針基本方針基本方針基本方針にににに照照照照らしらしらしらし適切適切適切適切なもなもなもなも
のであることのであることのであることのであること。。。。
二二二二 前項第二号及前項第二号及前項第二号及前項第二号及びびびび第三号第三号第三号第三号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項がががが研究開発事業研究開発事業研究開発事業研究開発事業をををを確実確実確実確実にににに遂行遂行遂行遂行
するためするためするためするため適切適切適切適切なものであることなものであることなものであることなものであること。。。。

研究開発事業計画研究開発事業計画研究開発事業計画研究開発事業計画のののの認定認定認定認定

第十三条第十三条第十三条第十三条でででで規定規定規定規定するするするする種苗法種苗法種苗法種苗法のののの特例特例特例特例のののの適用適用適用適用をををを受受受受けるにはけるにはけるにはけるには、、、、研究開発事業研究開発事業研究開発事業研究開発事業
計画計画計画計画をををを作成作成作成作成しししし、、、、農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣のののの認定認定認定認定をををを受受受受けるけるけるける必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。
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• 種苗法に基づく品種 出願の 、草花類は６割。
その ９割は、個人や種苗会社による。

• 他方、花きは に されや く、品種 が 新
され り される品種も多い。

出願品種に める草花類の割 等出願品種に める草花類の割 等出願品種に める草花類の割 等出願品種に める草花類の割 等

全品
草花類

個人・種苗会
社からの出願

③/②

2 1 1 2 16 67 62

花きの育種・品種

農 産 品種 平成26年３月31日

品種 後 新等され り された品種数品種 後 新等され り された品種数品種 後 新等され り された品種数品種 後 新等され り された品種数

全品
草花類

②/①

1 12 26 6

33



第十二条第十二条第十二条第十二条 前条第一項前条第一項前条第一項前条第一項のののの認定認定認定認定をををを受受受受けたけたけたけた者者者者（（（（そのそのそのその者者者者のののの設立設立設立設立にににに係係係係るるるる同項同項同項同項のののの法法法法
人人人人をををを含含含含むむむむ。。。。以下以下以下以下「「「「認定研究開発事業者認定研究開発事業者認定研究開発事業者認定研究開発事業者」」」」というというというという。）。）。）。）はははは、、、、当該認定当該認定当該認定当該認定にににに係係係係
るるるる研究開発事業計画研究開発事業計画研究開発事業計画研究開発事業計画をををを変更変更変更変更しようとするときはしようとするときはしようとするときはしようとするときは、、、、農林水産省令農林水産省令農林水産省令農林水産省令でででで定定定定めめめめ
るところによりるところによりるところによりるところにより、、、、農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣のののの認定認定認定認定をををを受受受受けなければならないけなければならないけなければならないけなければならない。。。。
２２２２ 農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣はははは、、、、認定研究開発事業者認定研究開発事業者認定研究開発事業者認定研究開発事業者がががが前条第一項前条第一項前条第一項前条第一項のののの認定認定認定認定にににに係係係係るるるる研研研研
究開発事業計画究開発事業計画究開発事業計画究開発事業計画（（（（前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる変更変更変更変更のののの認定認定認定認定があったときはがあったときはがあったときはがあったときは、、、、そのそのそのその
変更後変更後変更後変更後のもののもののもののもの。。。。以下以下以下以下「「「「認定研究開発事業計画認定研究開発事業計画認定研究開発事業計画認定研究開発事業計画」」」」というというというという。）。）。）。）にににに従従従従ってってってって研研研研
究開発事業究開発事業究開発事業究開発事業をををを行行行行っていないとっていないとっていないとっていないと認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、そのそのそのその認定認定認定認定をををを取取取取りりりり消消消消すことすことすことすこと
ができるができるができるができる。。。。
３３３３ 前条第三項前条第三項前条第三項前条第三項のののの規定規定規定規定はははは、、、、第一項第一項第一項第一項のののの認定認定認定認定についてについてについてについて準用準用準用準用するするするする。。。。

研究開発事業計画研究開発事業計画研究開発事業計画研究開発事業計画のののの変更等変更等変更等変更等
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第十三条第十三条第十三条第十三条 農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣はははは、、、、認定研究開発事業計画認定研究開発事業計画認定研究開発事業計画認定研究開発事業計画にににに従従従従ってってってって行行行行われるわれるわれるわれる研研研研
究開発事業究開発事業究開発事業究開発事業のののの成果成果成果成果にににに係係係係るるるる出願品種出願品種出願品種出願品種（（（（種苗法種苗法種苗法種苗法（（（（平成十年法律第八十三号平成十年法律第八十三号平成十年法律第八十三号平成十年法律第八十三号））））
第四条第一項第四条第一項第四条第一項第四条第一項にににに規定規定規定規定するするするする出願品種出願品種出願品種出願品種をいいをいいをいいをいい、、、、当該認定研究開発事業計画当該認定研究開発事業計画当該認定研究開発事業計画当該認定研究開発事業計画にににに
おけるおけるおけるおける研究開発事業研究開発事業研究開発事業研究開発事業のののの実施期間実施期間実施期間実施期間のののの終了日終了日終了日終了日からからからから起算起算起算起算してしてしてして二年以内二年以内二年以内二年以内にににに品種登品種登品種登品種登
録出願録出願録出願録出願されたものにされたものにされたものにされたものに限限限限るるるる。。。。以下以下以下以下このこのこのこの項項項項においてにおいてにおいてにおいて同同同同じじじじ。）。）。）。）にににに関関関関するするするする品種登品種登品種登品種登
録出願録出願録出願録出願についてについてについてについて、、、、そのそのそのその出願者出願者出願者出願者がががが次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者であってであってであってであって当該研究開発事業当該研究開発事業当該研究開発事業当該研究開発事業
をををを行行行行うううう認定研究開発事業者認定研究開発事業者認定研究開発事業者認定研究開発事業者であるときはであるときはであるときはであるときは、、、、政令政令政令政令でででで定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより、、、、
同法第六条第一項同法第六条第一項同法第六条第一項同法第六条第一項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより納付納付納付納付すべきすべきすべきすべき出願料出願料出願料出願料をををを軽減軽減軽減軽減しししし、、、、又又又又はははは免除免除免除免除すすすす
ることができるることができるることができるることができる。。。。
一一一一 そのそのそのその出願品種出願品種出願品種出願品種のののの育成育成育成育成（（（（種苗法第三条第一項種苗法第三条第一項種苗法第三条第一項種苗法第三条第一項にににに規定規定規定規定するするするする育成育成育成育成をいうをいうをいうをいう。。。。
次項第一号次項第一号次項第一号次項第一号においてにおいてにおいてにおいて同同同同じじじじ。）。）。）。）をしたをしたをしたをした者者者者
二二二二 そのそのそのその出願品種出願品種出願品種出願品種がががが種苗法第八条第一項種苗法第八条第一項種苗法第八条第一項種苗法第八条第一項にににに規定規定規定規定するするするする従業者等従業者等従業者等従業者等（（（（次項第二次項第二次項第二次項第二
号号号号においてにおいてにおいてにおいて単単単単にににに「「「「従業者等従業者等従業者等従業者等」」」」というというというという。）。）。）。）がががが育成育成育成育成したしたしたした同条第一項同条第一項同条第一項同条第一項にににに規定規定規定規定すすすす
るるるる職務育成品種職務育成品種職務育成品種職務育成品種（（（（同号同号同号同号においてにおいてにおいてにおいて単単単単にににに「「「「職務育成品種職務育成品種職務育成品種職務育成品種」」」」というというというという。）。）。）。）であっであっであっであっ
てててて、、、、契約契約契約契約、、、、勤務規則勤務規則勤務規則勤務規則そのそのそのその他他他他のののの定定定定めによりあらかじめめによりあらかじめめによりあらかじめめによりあらかじめ同項同項同項同項にににに規定規定規定規定するするするする使用使用使用使用
者等者等者等者等（（（（以下以下以下以下このこのこのこの条条条条においてにおいてにおいてにおいて単単単単にににに「「「「使用者等使用者等使用者等使用者等」」」」というというというという。）。）。）。）がががが品種登録出願品種登録出願品種登録出願品種登録出願
をすることがをすることがをすることがをすることが定定定定められているめられているめられているめられている場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、そのそのそのその品種登録出願品種登録出願品種登録出願品種登録出願をしたをしたをしたをした使使使使
用者等用者等用者等用者等

種苗法種苗法種苗法種苗法のののの特例特例特例特例
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２２２２ 農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣はははは、、、、認定研究開発事業計画認定研究開発事業計画認定研究開発事業計画認定研究開発事業計画にににに従従従従ってってってって行行行行われるわれるわれるわれる研究開発研究開発研究開発研究開発
事業事業事業事業のののの成果成果成果成果にににに係係係係るるるる登録品種登録品種登録品種登録品種（（（（種苗法第二十条第一項種苗法第二十条第一項種苗法第二十条第一項種苗法第二十条第一項にににに規定規定規定規定するするするする登録品登録品登録品登録品
種種種種をいいをいいをいいをいい、、、、当該認定研究開発事業計画当該認定研究開発事業計画当該認定研究開発事業計画当該認定研究開発事業計画におけるにおけるにおけるにおける研究開発事業研究開発事業研究開発事業研究開発事業のののの実施期実施期実施期実施期
間間間間のののの終了日終了日終了日終了日からからからから起算起算起算起算してしてしてして二年以内二年以内二年以内二年以内にににに品種登録出願品種登録出願品種登録出願品種登録出願されたものにされたものにされたものにされたものに限限限限るるるる。。。。
以下以下以下以下このこのこのこの項項項項においてにおいてにおいてにおいて同同同同じじじじ。）。）。）。）についてについてについてについて、、、、同法第四十五条第一項同法第四十五条第一項同法第四十五条第一項同法第四十五条第一項のののの規定規定規定規定
によるによるによるによる第一年第一年第一年第一年からからからから第六年第六年第六年第六年までのまでのまでのまでの各年分各年分各年分各年分のののの登録料登録料登録料登録料をををを納付納付納付納付すべきすべきすべきすべき者者者者がががが次次次次にににに
掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者であってであってであってであって当該研究開発事業当該研究開発事業当該研究開発事業当該研究開発事業をををを行行行行うううう認定研究開発事業者認定研究開発事業者認定研究開発事業者認定研究開発事業者であるであるであるである
ときはときはときはときは、、、、政令政令政令政令でででで定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより、、、、登録料登録料登録料登録料をををを軽減軽減軽減軽減しししし、、、、又又又又はははは免除免除免除免除するするするする
ことができることができることができることができる。。。。

種苗法種苗法種苗法種苗法のののの特例特例特例特例
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一一一一 そのそのそのその登録品種登録品種登録品種登録品種のののの育成育成育成育成をしたをしたをしたをした者者者者
二二二二 そのそのそのその登録品種登録品種登録品種登録品種がががが従業者等従業者等従業者等従業者等がががが育成育成育成育成したしたしたした職務育成品種職務育成品種職務育成品種職務育成品種であってであってであってであって、、、、契約契約契約契約、、、、

勤務規則勤務規則勤務規則勤務規則そのそのそのその他他他他のののの定定定定めによりあらかじめめによりあらかじめめによりあらかじめめによりあらかじめ使用者等使用者等使用者等使用者等がががが品種登録出願品種登録出願品種登録出願品種登録出願をするをするをするをする
ことことことこと又又又又はははは従業者等従業者等従業者等従業者等がしたがしたがしたがした品種登録出願品種登録出願品種登録出願品種登録出願のののの出願者出願者出願者出願者のののの名義名義名義名義をををを使用者等使用者等使用者等使用者等にににに変更変更変更変更
することがすることがすることがすることが定定定定められているめられているめられているめられている場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、そのそのそのその品種登録出願品種登録出願品種登録出願品種登録出願をしたをしたをしたをした使用使用使用使用
者等又者等又者等又者等又はそのはそのはそのはその従業者等従業者等従業者等従業者等がしたがしたがしたがした品種登録出願品種登録出願品種登録出願品種登録出願のののの出願者出願者出願者出願者のののの名義名義名義名義のののの変更変更変更変更をををを受受受受けけけけ
たたたた使用者等使用者等使用者等使用者等

種苗法種苗法種苗法種苗法のののの特例特例特例特例

国産国産国産国産シェアのシェアのシェアのシェアの奪還奪還奪還奪還とととと輸出拡大輸出拡大輸出拡大輸出拡大にににに向向向向けけけけ、、、、品種開発品種開発品種開発品種開発をををを加速化加速化加速化加速化させるさせるさせるさせる必要必要必要必要がががが
あることからあることからあることからあることから、、、、国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力のののの強化強化強化強化にににに資資資資するするするする品種開発及品種開発及品種開発及品種開発及びびびび増殖技術増殖技術増殖技術増殖技術のののの高度高度高度高度
化化化化にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ者者者者にににに対対対対しししし、、、、品種登録品種登録品種登録品種登録のののの出願料及出願料及出願料及出願料及びびびび登録料登録料登録料登録料をををを減免減免減免減免するするするする種苗法種苗法種苗法種苗法
のののの特例特例特例特例がががが規定規定規定規定されましたされましたされましたされました。。。。
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農 産大 の認 を けた研究 業 の成果として
育成された品種に種苗法の特 を 。 体的には、 や高

、日 を る等、国際 力の 化に る新品種
の育成に し、出願 び ６年 を 分の３ 。

種苗法特 の び 体的な

種苗法特 の となる新品種種苗法特 の となる新品種種苗法特 の となる新品種種苗法特 の となる新品種
の育成 アミージの育成 アミージの育成 アミージの育成 アミージ

かび に るかび に るかび に るかび に る
を 、 の高 ・多 化を 、 の高 ・多 化を 、 の高 ・多 化を 、 の高 ・多 化
でも輸出 となるシアーテでも輸出 となるシアーテでも輸出 となるシアーテでも輸出 となるシアーテ
ヒーの新品種ヒーの新品種ヒーの新品種ヒーの新品種

高 を 、 の高 を 、 の高 を 、 の高 を 、 の
要期に わ た要期に わ た要期に わ た要期に わ た
が となるカキの新品種が となるカキの新品種が となるカキの新品種が となるカキの新品種

分分分分 特特特特

出願出願出願出願 47,200円 11,800円

1 3年年年年
4 6年年年年
7 9年年年年
10 30年年年年

6,000円/年
9,000円/年

18,000円/年
36,000円/年

1,500円/年
2,250円/年

種苗法の特

種苗法の特種苗法の特種苗法の特種苗法の特
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第十四条第十四条第十四条第十四条 農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣農林水産大臣はははは、、、、認定研究開発事業者認定研究開発事業者認定研究開発事業者認定研究開発事業者にににに対対対対しししし、、、、認定研究開発認定研究開発認定研究開発認定研究開発
事業計画事業計画事業計画事業計画のののの実施状況実施状況実施状況実施状況についてについてについてについて報告報告報告報告をををを求求求求めることができるめることができるめることができるめることができる。。。。

報告報告報告報告のののの徴収徴収徴収徴収
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国産国産国産国産シェアのシェアのシェアのシェアの奪還奪還奪還奪還やややや輸出輸出輸出輸出のののの拡大拡大拡大拡大にににに向向向向けたけたけたけた新品種新品種新品種新品種のののの育成育成育成育成、、、、国産花国産花国産花国産花きのきのきのきの強強強強
みをみをみをみを活活活活かすかすかすかす日持日持日持日持ちちちち性性性性のののの向上等向上等向上等向上等のためのためのためのため、、、、国国国国やややや地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体によるによるによるによる研究開発研究開発研究開発研究開発
のののの推進推進推進推進のためののためののためののための支援支援支援支援がががが規定規定規定規定されましたされましたされましたされました。。。。

第十五条第十五条第十五条第十五条 国及国及国及国及びびびび地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体はははは、、、、花花花花きのきのきのきの新品種新品種新品種新品種のののの育成及育成及育成及育成及びびびび増殖技術増殖技術増殖技術増殖技術のののの
高度化高度化高度化高度化にににに関関関関するするするする研究開発研究開発研究開発研究開発、、、、生産性及生産性及生産性及生産性及びびびび品質品質品質品質のののの向上向上向上向上にににに関関関関するするするする研究開発研究開発研究開発研究開発、、、、花花花花
きのきのきのきの品質品質品質品質をををを保持保持保持保持しつつしつつしつつしつつ流通流通流通流通させるためにさせるためにさせるためにさせるために必要必要必要必要なななな資材資材資材資材のののの開発開発開発開発そのそのそのその他花他花他花他花きききき産産産産
業業業業のののの振興振興振興振興のためにのためにのためにのために必要必要必要必要なななな研究開発研究開発研究開発研究開発（（（（以下以下以下以下このこのこのこの条条条条においてにおいてにおいてにおいて単単単単にににに「「「「研究開研究開研究開研究開
発発発発」」」」というというというという。）。）。）。）のののの推進及推進及推進及推進及びそのびそのびそのびその成果成果成果成果のののの普及並普及並普及並普及並びにびにびにびに研究開発研究開発研究開発研究開発をををを行行行行うううう者者者者へのへのへのへの
支援支援支援支援にににに努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。

研究開発研究開発研究開発研究開発のののの推進等推進等推進等推進等
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テルコガカョイの コシテ 生産技術テルコガカョイの コシテ 生産技術テルコガカョイの コシテ 生産技術テルコガカョイの コシテ 生産技術
量を約 ％ 、生産コシテ1 円 本

日 後の加 、 による花きの日 後の加 、 による花きの日 後の加 、 による花きの日 後の加 、 による花きの ウネルガー生産技術ウネルガー生産技術ウネルガー生産技術ウネルガー生産技術
・日 後加 により

花を し、 量
を約 ％

・日 後 により、
1作あたりの 期間が
7 1 日

コシテ・ ウネルガー 技術

農業新技術2012、農研 花き研究 研究成果

品 の品 の品 の品 の
・生産、 、 ・ 者の での品 の 切な によ
り日 日数が 割 度 長

日 の い品種の日 の い品種の日 の い品種の日 の い品種の
・ 品種に べ日 日数が

約 のカーネーションの新品種
ポョキルルージャ
ポョキルシンフェドー

の

日 向上のための技術

平成23年度花き日 業、農研 花き研究 作成研究成果

品種の ・育成品種の ・育成品種の ・育成品種の ・育成
・高 に多 る

にし れ を して
れ る に

を カーネーションの
新品種 花 ルージャ の

・ 個体を選 る ボーカーの により、育種期間
を 。

向上のための技術

農研 花き研究 作成研究成果

民間会社等に けるエヨジトル品種の 等による民間会社等に けるエヨジトル品種の 等による民間会社等に けるエヨジトル品種の 等による民間会社等に けるエヨジトル品種の 等による
ピョンデ化、 化ピョンデ化、 化ピョンデ化、 化ピョンデ化、 化

・海外で した きハンジーを
・世界 の いコキョセイを

きハンジー いコキョセイ

ピョンデ化等の

に さ ても
花 ルージャ 中 は 全

日 後3 間

加 ・
ると成長が

6日 18日

ポョキルルージャ 中 は18日間花が

花きの研究
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我我我我がががが国国国国はははは極極極極めてめてめてめて豊豊豊豊かなかなかなかな花花花花きのきのきのきの文化文化文化文化をををを育育育育んできましたがんできましたがんできましたがんできましたが、、、、ライフスタイライフスタイライフスタイライフスタイ
ルのルのルのルの変化変化変化変化やややや若年層若年層若年層若年層のののの花花花花きききき離離離離れれれれ等等等等によりによりによりにより、、、、近年日常生活近年日常生活近年日常生活近年日常生活においてにおいてにおいてにおいて花花花花きにきにきにきに触触触触
れるれるれるれる機会機会機会機会がががが減少減少減少減少していますしていますしていますしています。。。。このためこのためこのためこのため、、、、国国国国やややや地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体によるによるによるによる、、、、公共公共公共公共
施設施設施設施設やややや社会福祉施設等社会福祉施設等社会福祉施設等社会福祉施設等におけるにおけるにおけるにおける花花花花きのきのきのきの活用活用活用活用のののの推進推進推進推進やややや花育花育花育花育のののの実施実施実施実施、、、、生生生生けけけけ花花花花
やややや盆栽等花盆栽等花盆栽等花盆栽等花きにきにきにきに関関関関するするするする伝統伝統伝統伝統のののの継承等継承等継承等継承等、、、、フラワーアレンジメントやフラワーアレンジメントやフラワーアレンジメントやフラワーアレンジメントや新新新新しいしいしいしい
物日物日物日物日のののの普及等花普及等花普及等花普及等花きのきのきのきの新新新新たなたなたなたな文化文化文化文化のののの創出等創出等創出等創出等、、、、花花花花きのきのきのきの文化文化文化文化のののの振興振興振興振興にににに向向向向けたけたけたけた支支支支
援援援援がががが規定規定規定規定されましたされましたされましたされました。。。。

第十六条第十六条第十六条第十六条 国及国及国及国及びびびび地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体はははは、、、、公共施設及公共施設及公共施設及公共施設及びまちづくりにおけるびまちづくりにおけるびまちづくりにおけるびまちづくりにおける花花花花
きのきのきのきの活用活用活用活用にににに努努努努めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、社会福祉施設社会福祉施設社会福祉施設社会福祉施設そのそのそのその他花他花他花他花きのきのきのきの人人人人をををを癒癒癒癒すすすす効用効用効用効用がががが
十分十分十分十分にににに発揮発揮発揮発揮できるできるできるできる施設施設施設施設におけるにおけるにおけるにおける花花花花きのきのきのきの活用活用活用活用のののの促進促進促進促進にににに努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。
２２２２ 国及国及国及国及びびびび地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体はははは、、、、児童児童児童児童、、、、生徒等生徒等生徒等生徒等にににに対対対対するするするする花花花花きをきをきをきを活用活用活用活用したしたしたした教育教育教育教育
及及及及びびびび地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける花花花花きをきをきをきを活用活用活用活用したしたしたした取組取組取組取組のののの推進推進推進推進をををを図図図図るためるためるためるため必要必要必要必要なななな施策施策施策施策をををを講講講講
ずるようずるようずるようずるよう努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。
３３３３ 前二項前二項前二項前二項にににに定定定定めるもののほかめるもののほかめるもののほかめるもののほか、、、、国及国及国及国及びびびび地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体はははは、、、、花花花花きのきのきのきの文化文化文化文化のののの
振興振興振興振興をををを図図図図るためるためるためるため、、、、日常生活日常生活日常生活日常生活におけるにおけるにおけるにおける花花花花きのきのきのきの活用活用活用活用のののの促進促進促進促進、、、、花花花花きにきにきにきに関関関関するするするする伝伝伝伝
統統統統のののの継承継承継承継承、、、、花花花花きのきのきのきの新新新新たなたなたなたな文化文化文化文化のののの創出等創出等創出等創出等にににに対対対対するするするする支援支援支援支援、、、、花花花花きにきにきにきに関関関関するするするする知識知識知識知識
等等等等のののの普及普及普及普及そのそのそのその他必要他必要他必要他必要なななな施策施策施策施策をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。

花花花花きのきのきのきの文化文化文化文化のののの振興振興振興振興
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エファシ
間

エファシ
間

エファシ等の室 化
や を 化

花とみ りのま づくり

施設やま づくりに施設やま づくりに施設やま づくりに施設やま づくりに
ける花きのける花きのける花きのける花きの

花きの文化の振興

43

花きの の花きの の花きの の花きの の

社会 施設等に ける やし 果の

花きの を るために
作成されたヨーフレチテ 大



育 び地 に ける花きの育 び地 に ける花きの育 び地 に ける花きの育 び地 に ける花きの

地 に ける花育 を
フョローフェシツァノルの

育
関

育
関

地
コポャド
ツァー

地
コポャド
ツァー

花きの文化の振興
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花きに関 る の花きに関 る の花きに関 る の花きに関 る の

花きの新たな文化の 出花きの新たな文化の 出花きの新たな文化の 出花きの新たな文化の 出

花きの文化の振興

新しい
物日

新しい
物日フョローアレンジミンテフョローアレンジミンテ

生け花生け花
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○日本人は、元来、花を飾り、楽しむ花文化を持っている
○日本の花は、多様な品種と、世界でも最高水準の品質

このことを定着させるため、開催までの６年間、以下のような取組を推進し、
オリンピック・パラリンピック開催年には日本全国津々浦々、花と緑があふれる
風景を実現

①おもてなしの花

②ビクトリーブーケ
の開発

③真夏でも安定
した供給体制
の構築

空 港：成田、羽田、中部など到着口、発着カウンター、
待合室に花を展示

駅 ：東京、名古屋、大阪はもちろん、浅草、京都等
観光地の改札口、ホーム、待合室に花を展示

市街地：花育活動と連携した公共施設や学校での花壇作り
関係省庁と連携

選手の栄光を讃え、国産花きの素晴らしさを全世界に
アピールするビクトリーブーケを企画・開発
（品目・品種・産地の選定（被災地で栽培された花きの使
用も一案）、デザイン等）

大会で使用される緑化・装飾用の花きが安定して供給でき
るよう、計画的に生産・出荷できる産地の育成、コールド
チェーンの整備、切り花の日持ち性向上技術を確立
（1964年は10月開催、2020年は7～9月の真夏の開催）

エヨンヒチキ・ハョヨンヒチキに向けたエヨンヒチキ・ハョヨンヒチキに向けたエヨンヒチキ・ハョヨンヒチキに向けたエヨンヒチキ・ハョヨンヒチキに向けた
Ｒｏａｄ ｔｏ Ｔｏｋｙｏ Ｏｌｙｍｐｉｃ ａｎｄ Paｒalympic ｂｙ Ｆｌｏｗｅｒ
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オリンピック・パラリンピック会場等での花の活用オリンピック・パラリンピック会場等での花の活用オリンピック・パラリンピック会場等での花の活用オリンピック・パラリンピック会場等での花の活用
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第十七条第十七条第十七条第十七条 国及国及国及国及びびびび地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体はははは、、、、花花花花きききき産業及産業及産業及産業及びびびび花花花花きのきのきのきの文化文化文化文化のののの振興振興振興振興をををを図図図図
るためるためるためるため、、、、花花花花きのきのきのきの博覧会博覧会博覧会博覧会、、、、展覧会展覧会展覧会展覧会、、、、展示会展示会展示会展示会、、、、品評会品評会品評会品評会そのそのそのその他他他他これらにこれらにこれらにこれらに類類類類するするするする
もののもののもののものの開催若開催若開催若開催若しくはしくはしくはしくは開催開催開催開催へのへのへのへの支援又支援又支援又支援又はこれらへのはこれらへのはこれらへのはこれらへの参加参加参加参加へのへのへのへの支援支援支援支援にににに努努努努めるめるめるめる
ものとするものとするものとするものとする。。。。

博覧会博覧会博覧会博覧会のののの開催等開催等開催等開催等

花花花花きのきのきのきの輸出拡大輸出拡大輸出拡大輸出拡大やややや国内需要国内需要国内需要国内需要のののの拡大拡大拡大拡大、、、、花花花花きのきのきのきの文化文化文化文化のののの振興振興振興振興をををを図図図図るためるためるためるため、、、、国国国国
やややや地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体によるによるによるによる博覧会博覧会博覧会博覧会のののの開催等開催等開催等開催等にににに対対対対するするするする支援支援支援支援がががが規定規定規定規定されましたされましたされましたされました。。。。
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【 が国の国際園芸博覧会 加 】

９６ 年にエョンゾにて の博覧会
９８ 年 アガヨシ・ヨノフール

が国 加
９９ 年 大

９９２年 エョンゾ・ジーソミア
９９３年 デアヂ・シャヂチテオルテ
９９９年 中国・

２ ２年 エョンゾ・ネールレボポーア
２ ３年 デアヂ・ロシテチキ
２ ６年 ソア・タェンボア
２ ２年 エョンゾ・フェンロー

２ ６年２ ６年２ ６年２ ６年 テルコ・アンソルモテルコ・アンソルモテルコ・アンソルモテルコ・アンソルモ

【アンソルモ国際園芸博覧会 要】
EXPO2016 ANTALYA

ツーボ 世 のための のある生
会 期 2016年4月23日 10月30日

テルコでの国際園芸博覧会の は

【アンソルモ 要】テルコ アンソルモ の 。
地中海に し、 に まれ切り た海 を

。人 約80 人。 にアンソルモ国際

がある。 でも かい地中海 。

2 16 テルコ・アンソルモ国際園芸博覧会
• ２ ６年 ２８ 月 月、テルコのアンソルモにて、国際園

芸博覧会が 。

• 農 産 は関係 との調 等、出 に向けた を 。

出 に関心がある方は、 や出 調 等の を める とが必要出 に関心がある方は、 や出 調 等の を める とが必要出 に関心がある方は、 や出 調 等の を める とが必要出 に関心がある方は、 や出 調 等の を める とが必要 49



第十八条第十八条第十八条第十八条 国及国及国及国及びびびび地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体はははは、、、、花花花花きききき産業及産業及産業及産業及びびびび花花花花きのきのきのきの文化文化文化文化のののの振興振興振興振興にににに寄寄寄寄
与与与与したしたしたした者者者者のののの顕彰顕彰顕彰顕彰にににに努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。

顕彰顕彰顕彰顕彰
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法律法律法律法律のののの各条項各条項各条項各条項にににに規定規定規定規定したしたしたした施策施策施策施策のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてはけてはけてはけては、、、、国国国国のののの予算措置等予算措置等予算措置等予算措置等がががが不不不不
可欠可欠可欠可欠であることからであることからであることからであることから、、、、国国国国のののの援助援助援助援助をををを規定規定規定規定しましたしましたしましたしました。。。。
農林水産省農林水産省農林水産省農林水産省ではではではでは、、、、法律法律法律法律のののの理念理念理念理念をををを具体化具体化具体化具体化すべくすべくすべくすべく、、、、平成平成平成平成26262626年度年度年度年度よりよりよりより｢｢｢｢国産国産国産国産

花花花花きイノベーションきイノベーションきイノベーションきイノベーション推進事業推進事業推進事業推進事業｣｣｣｣をををを開始開始開始開始したところですしたところですしたところですしたところです。。。。

第十九条第十九条第十九条第十九条 国国国国はははは、、、、地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体がががが振興計画振興計画振興計画振興計画にににに定定定定められためられためられためられた施策施策施策施策をををを実施実施実施実施しよしよしよしよ
うとするときはうとするときはうとするときはうとするときは、、、、当該施策当該施策当該施策当該施策がががが円滑円滑円滑円滑にににに実施実施実施実施されるようされるようされるようされるよう、、、、必要必要必要必要なななな情報情報情報情報のののの提供提供提供提供、、、、
助言助言助言助言、、、、財政上財政上財政上財政上のののの措置措置措置措置そのそのそのその他他他他のののの措置措置措置措置をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。

国国国国のののの援助援助援助援助
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第二十条第二十条第二十条第二十条 政府政府政府政府はははは、、、、関係行政機関関係行政機関関係行政機関関係行政機関（（（（文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省、、、、農林水産省農林水産省農林水産省農林水産省、、、、経済産業経済産業経済産業経済産業
省省省省、、、、国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省、、、、環境省環境省環境省環境省そのそのそのその他他他他のののの関係行政機関関係行政機関関係行政機関関係行政機関をいうをいうをいうをいう。）。）。）。）相互相互相互相互のののの調整調整調整調整をををを
行行行行うことによりうことによりうことによりうことにより、、、、花花花花きのきのきのきの活用活用活用活用のののの総合的総合的総合的総合的、、、、一体的一体的一体的一体的かつかつかつかつ効果的効果的効果的効果的なななな推進推進推進推進をををを図図図図るるるる
ためためためため、、、、花花花花きききき活用推進会議活用推進会議活用推進会議活用推進会議をををを設設設設けるものとするけるものとするけるものとするけるものとする。。。。

花花花花きききき活用推進会議活用推進会議活用推進会議活用推進会議

公共施設公共施設公共施設公共施設におけるにおけるにおけるにおける花花花花きのきのきのきの活用活用活用活用やややや教育教育教育教育とのとのとのとの連携連携連携連携、、、、農商工連携農商工連携農商工連携農商工連携、、、、花花花花きをきをきをきを活活活活
用用用用したしたしたした街街街街づくりづくりづくりづくり等等等等によりによりによりにより、、、、関係行政機関関係行政機関関係行政機関関係行政機関がががが連携連携連携連携してしてしてして花花花花きのきのきのきの活用活用活用活用をををを推進推進推進推進しししし
ていくためていくためていくためていくため、、、、農林水産省農林水産省農林水産省農林水産省がががが事務局事務局事務局事務局をををを務務務務めめめめ、、、、他府省他府省他府省他府省がががが構成員構成員構成員構成員となるとなるとなるとなる｢｢｢｢花花花花きききき
活用推進会議活用推進会議活用推進会議活用推進会議｣｣｣｣がががが規定規定規定規定されましたされましたされましたされました。。。。
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このこのこのこの法律法律法律法律はははは、、、、公布公布公布公布のののの日日日日からからからから起算起算起算起算してしてしてして六月六月六月六月をををを超超超超えないえないえないえない範囲内範囲内範囲内範囲内にににに
おいておいておいておいて政令政令政令政令でででで定定定定めるめるめるめる日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。

附則附則附則附則

「「「「花花花花きのきのきのきの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする法律法律法律法律のののの施行期日施行期日施行期日施行期日をををを定定定定めるめるめるめる政令政令政令政令」」」」によりによりによりにより、、、、法律法律法律法律のののの
施行日施行日施行日施行日はははは平成平成平成平成26262626年年年年12121212月月月月１１１１日日日日となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。

第二十一条第二十一条第二十一条第二十一条 第十四条第十四条第十四条第十四条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる報告報告報告報告をせずをせずをせずをせず、、、、又又又又はははは虚偽虚偽虚偽虚偽のののの報告報告報告報告をしたをしたをしたをした
者者者者はははは、、、、三十万円以下三十万円以下三十万円以下三十万円以下のののの罰金罰金罰金罰金にににに処処処処するするするする。。。。
２２２２ 法人法人法人法人のののの代表者又代表者又代表者又代表者又はははは法人若法人若法人若法人若しくはしくはしくはしくは人人人人のののの代理人代理人代理人代理人、、、、使用人使用人使用人使用人そのそのそのその他他他他のののの従業者従業者従業者従業者
がががが、、、、そのそのそのその法人又法人又法人又法人又はははは人人人人のののの業務業務業務業務にににに関関関関しししし、、、、前項前項前項前項のののの違反行為違反行為違反行為違反行為をしたときはをしたときはをしたときはをしたときは、、、、行為行為行為行為
者者者者をををを罰罰罰罰するほかするほかするほかするほか、、、、そのそのそのその法人又法人又法人又法人又はははは人人人人にににに対対対対してしてしてして同項同項同項同項のののの刑刑刑刑をををを科科科科するするするする。。。。

罰則罰則罰則罰則
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我我我我がががが国国国国のののの花花花花きききき産業産業産業産業はははは、、、、農地農地農地農地やややや農業農業農業農業のののの担担担担いいいい手手手手のののの確保確保確保確保をををを図図図図るるるる上上上上でででで重要重要重要重要なななな地位地位地位地位をををを占占占占めているとともめているとともめているとともめているととも
にににに、、、、そのそのそのその国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力のののの強化強化強化強化がががが緊要緊要緊要緊要なななな課題課題課題課題となっているとなっているとなっているとなっている。。。。またまたまたまた、、、、花花花花きにきにきにきに関関関関するするするする伝統伝統伝統伝統とととと文化文化文化文化がががが国民国民国民国民
のののの生活生活生活生活にににに深深深深くくくく浸透浸透浸透浸透しししし、、、、国民国民国民国民のののの心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな生活生活生活生活のののの実現実現実現実現にににに重要重要重要重要なななな役割役割役割役割をををを担担担担っているっているっているっている。。。。
よってよってよってよって政府政府政府政府はははは、「、「、「、「花花花花きのきのきのきの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする法律法律法律法律」」」」のののの施行施行施行施行にににに当当当当たりたりたりたり、、、、左記事項左記事項左記事項左記事項のののの実現実現実現実現にににに万全万全万全万全をををを期期期期すすすす

べきであるべきであるべきであるべきである。。。。
記記記記

一一一一 花花花花きききき産業及産業及産業及産業及びびびび花花花花きのきのきのきの文化文化文化文化のののの振興振興振興振興にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組についてはについてはについてはについては、、、、国国国国、、、、地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体、、、、関係者等関係者等関係者等関係者等がががが
緊密緊密緊密緊密にににに連携連携連携連携しししし、、、、一体一体一体一体となってとなってとなってとなって進進進進めることができるようめることができるようめることができるようめることができるよう、、、、法第四条法第四条法第四条法第四条にににに基基基基づくづくづくづく振興計画振興計画振興計画振興計画がががが全全全全てのてのてのての都都都都
道府県道府県道府県道府県においてにおいてにおいてにおいて定定定定められるようめられるようめられるようめられるよう促促促促すとともにすとともにすとともにすとともに、、、、市町村市町村市町村市町村においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、法法法法のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、都道府都道府都道府都道府
県県県県のののの振興計画振興計画振興計画振興計画にににに即即即即してしてしてして花花花花きききき振興振興振興振興にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組むことができるようむことができるようむことができるようむことができるよう、、、、必要必要必要必要なななな措置措置措置措置をををを講講講講ずるこずるこずるこずるこ
とととと。。。。
二二二二 「「「「花花花花きききき」」」」とはとはとはとは、、、、観賞観賞観賞観賞のののの用用用用にににに供供供供されるされるされるされる植物全体植物全体植物全体植物全体をををを指指指指すものでありすものでありすものでありすものであり、、、、具体的具体的具体的具体的にはにはにはには、、、、切切切切りりりり花花花花、、、、球球球球
根根根根、、、、花木類花木類花木類花木類、、、、盆栽等盆栽等盆栽等盆栽等のののの鉢物鉢物鉢物鉢物、、、、芝類芝類芝類芝類、、、、地被植物類地被植物類地被植物類地被植物類をいうことををいうことををいうことををいうことを明確明確明確明確にににに示示示示したしたしたした上上上上でででで、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの特特特特
性性性性にににに応応応応じたきめじたきめじたきめじたきめ細細細細かいかいかいかい振興策振興策振興策振興策をををを講講講講ずることずることずることずること。。。。
三三三三 花花花花きのきのきのきの輸出輸出輸出輸出のののの促進促進促進促進にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、諸外国諸外国諸外国諸外国のののの植物検疫制度植物検疫制度植物検疫制度植物検疫制度をををを調査調査調査調査しししし、、、、事業者等事業者等事業者等事業者等にににに対対対対しししし、、、、輸出輸出輸出輸出
のののの円滑化円滑化円滑化円滑化にににに資資資資するするするする情報提供情報提供情報提供情報提供をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、花花花花きにきにきにきに係係係係るるるる検疫条件検疫条件検疫条件検疫条件についてについてについてについて、、、、我我我我がががが国国国国とととと諸外国諸外国諸外国諸外国とととと
のののの間間間間でででで科学的根拠科学的根拠科学的根拠科学的根拠にににに基基基基づきづきづきづき検疫協議検疫協議検疫協議検疫協議がががが進進進進められるようめられるようめられるようめられるよう、、、、関係省庁関係省庁関係省庁関係省庁ともともともとも連携連携連携連携してしてしてして、、、、必要必要必要必要なななな措置措置措置措置をををを
講講講講ずることずることずることずること。。。。

附帯決議附帯決議附帯決議附帯決議

第第第第186186186186回通常国会回通常国会回通常国会回通常国会のののの衆衆衆衆・・・・参議院農林水産委員会参議院農林水産委員会参議院農林水産委員会参議院農林水産委員会においてにおいてにおいてにおいて「「「「花花花花きのきのきのきの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする法律案法律案法律案法律案」」」」のののの審審審審
議議議議がががが行行行行われたわれたわれたわれた際際際際、、、、上記附帯決議上記附帯決議上記附帯決議上記附帯決議がなされましたがなされましたがなされましたがなされました。。。。
農林水産省農林水産省農林水産省農林水産省としてはとしてはとしてはとしては、、、、そのそのそのその趣旨趣旨趣旨趣旨をををを十分十分十分十分にににに尊重尊重尊重尊重しししし、、、、関係省庁関係省庁関係省庁関係省庁とのとのとのとの連携連携連携連携をををを図図図図りつつりつつりつつりつつ、、、、最善最善最善最善のののの努力努力努力努力

をしていくをしていくをしていくをしていく所存所存所存所存ですですですです。。。。
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国産花きアヌベーション 業

26262626国産花きアヌベーション 業の ５億円国産花きアヌベーション 業の ５億円国産花きアヌベーション 業の ５億円国産花きアヌベーション 業の ５億円

本 業により、全国 道 で、花き業界関係者が 体とな た 会設 。
全国で関係者の連携、物 化、フョローコンツシテ、花育 等を 施。
花き振興法とともに国 花き産業の 化を 。

３ 国産花きの 要 大３ 国産花きの 要 大３ 国産花きの 要 大３ 国産花きの 要 大
２ 国産花きの みを か２ 国産花きの みを か２ 国産花きの みを か２ 国産花きの みを か

生産・ 体 の 化生産・ 体 の 化生産・ 体 の 化生産・ 体 の 化
花き関係者の連携花き関係者の連携花き関係者の連携花き関係者の連携

技術 会の
・ヨレー出 等、産地間連携を る

ため、他 産地の生産者等との技術
会を 海道、 等

生産技術ボドャアルの作成
・他 産地とのヨレー出 を にあた

り、品 向上・ 化を るため生産技
術ボドャアルを作成 海道、長 等

園芸 ヨコアキルシシツマの ・
・ みフョ 、 のヨコアキルシ

シツマの ・ 新 、
・ 物 ノョ のヨコアキルシシツマの ・

物 化の ・
・ 規 の出 の 作・ の

・ 、 、長 等

花文化と た国産花きの
・フョンシで われる に いて、
産花きを た 華道 作品を

・ＰＲ

フョローコンツシテ、 会等の
・大 業施設での花の 、アレンジ

コンツシテ等の
・ツーピルイェアフェシツァノルでのツー

ピル 花の ・ＰＲ
・イェヅァンギピークヅゴアンコンツシテ

・ 施設等での花育体
・ 中 等でのフョローアレンジミンテ
室、 室 、 知 、

等
・特 人ベーマでのフョローアレ

ンジミンテ 室 等

花き振興方 等の
・ び花き業界関係者が 体とな た

会に いて、地 の花き振興 等に
いて 道

日 向上 の 全国 業
・切り花の日 を向上さ るための 花

後の 方法、出 方法、日
等の 全国35産地・ 30社

上 加
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27272727 国産花きアヌベーション 業国産花きアヌベーション 業国産花きアヌベーション 業国産花きアヌベーション 業

国産花きのシェア と輸出 大を るため、花き業界関係者が 体とな た生産・ 体 の 化と 要 大に

向けた に いて、 れまでの ミドャーに加 、産地と加 業者、 関係者等の連携による花 等の加
び の高度化に向けた や花きの に ながる新たな花文化を 出 る全国的な 等に る
を 。

花き関係者の連携への花き関係者の連携への花き関係者の連携への花き関係者の連携への

・花きの振興に関 る法 に基づき農 産 が る基本方
に した 道 に ける花き産業 び花き文化の振興に

関 る 振興 の に要 る 等を 。

２ 国産花きの みを か 生産・ 体 の 化２ 国産花きの みを か 生産・ 体 の 化２ 国産花きの みを か 生産・ 体 の 化２ 国産花きの みを か 生産・ 体 の 化

・国産花きの みを か 生産 体 の 化に向けて、産地と
加 業者、 関係者等の連携による加 び の高度化を

るため、 花 ・ピーク等の加 技術の向上、 コールデ
タェーン等 度 体 の 等の に る を 地

業のミドャー 。

連携による花き加 の連携による花き加 の連携による花き加 の連携による花き加 の

・ 生産者、 会社、 業者、加 業者、 業者等からなる
を た 会等による を 。
・ の高度化や 度 のため、生産から までの輸 や
施設のヨーシ等による加 点の 、 に ける や
類、シテチカー 等 化に要 る を 。
・ 花 やフヨゴーピデフョロー等の加 技術の向上、 化に要 る
設 や、出 の 等に要 る を 。

３ 国産花きの 要 大３ 国産花きの 要 大３ 国産花きの 要 大３ 国産花きの 要 大

・国産花きの 要 大に向けて、地 に けるフョ
ローコンツシテや花育 等の に加 、全国

体等が 体とな た花きの 増 に ながる
新たな花文化を 出 る 等に る を

全国 業のミドャー 。

くらしに花を り入れる新 要の 出くらしに花を り入れる新 要の 出くらしに花を り入れる新 要の 出くらしに花を り入れる新 要の 出
花き業界関係者と 業種 品、 、アンツヨア等

との連携により、日 生 に ける花きの 増 に
ながる、新たな花文化を 出 るための 、全国

的なフロムーション 等を 施。

新たに花を生 に
り む

生け花等 文化の のための生け花等 文化の のための生け花等 文化の のための生け花等 文化の のための

生け花文化の び生け花 花 の
のため、生け花界 び生け花 花 の生

産、 、 関係者等によるネチテローキ
成等を 。

27年度 額年度 額年度 額年度 額
５３２５３２５３２５３２ 26年度 ５ 円年度 ５ 円年度 ５ 円年度 ５ 円
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国産花きアヌベーション 業国産花きアヌベーション 業国産花きアヌベーション 業国産花きアヌベーション 業

エヨンヒチキ・ハョヨンヒチキフョローエヨンヒチキ・ハョヨンヒチキフョローエヨンヒチキ・ハョヨンヒチキフョローエヨンヒチキ・ハョヨンヒチキフョロー

2 2 年 平成 2年 エヨンヒチキ・ハョヨンヒチキ 大会が される は国産花きの出 りが る
ため、会 外の 化・ に大量に される花と が不足しないよ 、大会 に向けて国産花き
を 的に生産・ できる体 を る とが必要。

また、大会では、海外からの 様を花と で もてなしを るとともに、今後の輸出を む 要 大に
るため、日本らしい の花 いわゆる ビキテヨーピーク 等を て、国産花きの らしさを国

外にアヒール る とが必要。

会の

・国産花きの出 りが る の大会に向けて 的に
るために必要な に いて、 の 産 、生産関係者、

関係者、 研究 関等の花き業界関係者が に会した
会の 等の を る。

のののの
・ 出 産地に ける生産 の
・ が される品 の選
・ 品 の必要量の や 期の
・ ビキテヨーピークの大会会 までの輸 法、 技術 等

体的体的体的体的
・ 大会の 施に わ た生産・出 期の調 、品

の び生産・ ボドャアルの作成 等

体的体的体的体的
の花 いわゆるの花 いわゆるの花 いわゆるの花 いわゆる‘ビキテヨーピークビキテヨーピークビキテヨーピークビキテヨーピーク’

・ 花きやビキテヨーピークの輸 法、 までの
技術 び 方法な の を

の国産花きを 的に生産・ できる
体 づくりを

大会のシポャレーションを 施

果

果

国 外への国産花きの魅力の による 要・輸出 大、国 外への国産花きの魅力の による 要・輸出 大、国 外への国産花きの魅力の による 要・輸出 大、国 外への国産花きの魅力の による 要・輸出 大、
エヨンヒチキ・ハョヨンヒチキ の 成エヨンヒチキ・ハョヨンヒチキ の 成エヨンヒチキ・ハョヨンヒチキ の 成エヨンヒチキ・ハョヨンヒチキ の 成

業 要
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テルコ・アンソルモ国際園芸博覧会 出 業 新規テルコ・アンソルモ国際園芸博覧会 出 業 新規テルコ・アンソルモ国際園芸博覧会 出 業 新規テルコ・アンソルモ国際園芸博覧会 出 業 新規

【【【【 が国の国際園芸博覧会 加が国の国際園芸博覧会 加が国の国際園芸博覧会 加が国の国際園芸博覧会 加 】】】】
９６ 年にエョンゾにて最 の博覧会

９８ 年 アガヨシ・ヨノフール が国 加
９９ 年 大
９９２年 エョンゾ・ジーソミア
９９３年 デアヂ・シャヂチテオルテ
９９９年 中国・

２ ２年 エョンゾ・ネールレボポーア
２ ３年 デアヂ・ロシテチキ
２ ６年 ソア・タェンボア
２ ２年 エョンゾ・フェンロー
２ ６年２ ６年２ ６年２ ６年 テルコ・アンソルモテルコ・アンソルモテルコ・アンソルモテルコ・アンソルモ

が国は 年全ての国際園芸博覧会に 出

EXPO2016 ANTALYA

ツーボ 花と - 世 のための かな らし- ( )

的 の向上、 の と の

ウコ農業・ 農業の 要 の 調
地 化に る ウネルガー の振興
農業と にかかる 的 施設の設

会 期 2016年4月23日 10月30日
【アンソルモ 要】テルコ アンソルモ の 。地中海に

し、 に まれ切り た海 を 。人 約80

人。 でも かい地中海 。

２ ６年 平成２８年 月 月、テルコにてアンソルモ国際園芸博覧会が され
る。 が国が世界に る花きや果 、野菜等園芸作物や、農業 等の輸出 大に向
け、テルコは中 のネピとしての 割が期 されるため、 が国は出 に向け 中。

テルコ・アンソルモ国際園芸博覧会 出 業により、 の 年度である平成２
年度に出 業 の ・作成等、平成２８年度に 会 の ・ 等を 。

【２ 年度】
・ 出 業 の ・作成、出 ピーシの設 ・施 、出 物の調 ・調 、 等
【２８年度】
・ 会 の ・ 、品種コンツシテへの 、 会 の 、 等

博覧会博覧会博覧会博覧会
会 アミージ会 アミージ会 アミージ会 アミージ

27年度 額年度 額年度 額年度 額
２２２２ 26年度 円年度 円年度 円年度 円
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ご清聴ありがとうございました

お問い合わせ先：
生産局 花き産業・施設園芸振興室（０３－６７３８－６１６２）


